
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

区域施策編 

瀬戸内市 

地球温暖化対策実行計画 
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第１章 計画策定の背景 

１. 計画の策定にあたって 

地球温暖化は、今や生態系や人間の生存基盤に影響を及ぼす極めて深刻な環境問

題になっています。地球温暖化対策は、市民生活、事業活動に密接に関連するもの

であり、市民一人ひとりが継続的に取り組んでいくことが求められます。 

本市では、2009 年（平成 21 年）3 月に「瀬戸内市地球温暖化対策地域推進計画」

を策定し、温室効果ガス排出量の削減目標と市民、事業者及び行政が取り組むべき

対策を定め、各主体が一体となって取組を進めてきました。 

前計画は、2013 年度（平成 25 年度）に計画期間が終了することから、これまで

の取組を継続的に実施していくとともに、現在の社会情勢や本市の地域特性などを

踏まえた新たな計画を策定し、将来にわたって地球温暖化対策を持続的に推進して

いく必要があります。 

2011 年（平成 23 年）3月に発生した東日本大震災以降、地球温暖化対策、エネル

ギー政策及び原子力政策について見直しの議論が進められているところであり、現

時点で国の明確な方針が定まっていない状況にあります。しかし、国の動向を注視

しながらも、地域において市民一人ひとりができるところから着実に地球温暖化対

策を実施していくことが求められています。 

 

２. 地球温暖化問題について 

 

 

地球は、太陽から

のエネルギーによ

って地表が温めら

れ、その熱（赤外線）

のほとんどを宇宙

空間に放出してい

ます。大気中にある

二酸化炭素やメタ

ンなどの温室効果

ガスが、地表から放

出される熱を吸収

し、地球上の平均 

気温を保つ役割を果たしています。 

産業革命以降、二酸化炭素の大気中の濃度が約 40％上昇するなど、温室効果ガス

の量が増加して、気温が上昇し続けています。これが、地球温暖化といわれる現象

です。  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

地球温暖化のメカニズム

■ 地球温暖化のメカニズム ■ 

出典 家庭の省エネ大事典 2012 年版（省エネルギーセンター）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 
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平均気温 5年の移動平均

（℃）
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気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、2013 年（平成 25 年）に公表した第 5

次評価報告書 第 1 作業部会報告書において、1880～2012 年（平成 24 年）の期間

に世界平均気温が 0.85℃上昇していることが報告されました。さらに、21 世紀末の

平均気温上昇は、最大で 3.7℃（2.6～4.8℃）に達すると予測されています。 

また、地球温暖化により、洪水や干ばつなどの自然災害の増加、感染症や熱中症

などの健康被害の増加、農作物の生産性の低下、海面の上昇、生態系の異変などの

影響が懸念されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 平均気温の上昇 ● 

本市の 1980 年（昭和 55

年）から 2012 年（平成 24

年）にかけての平均気温

の推移を見ると、約 14～

16℃の間で増減を繰り返

しています。 

長期的には約 1.0℃上

昇しており、ヒートアイ

ランド現象や地球温暖化

により、平均気温が上昇

する傾向にあることが分

かります。 

  

地球温暖化による影響 

■ 世界の地上平均気温の変化（1986～2005 年と 2081～2100 年の差） ■ 

出典 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 5次評価報告書 

第 1作業部会報告書 政策決定者向け要約（SPM）の概要 

瀬 戸 内 市 へ の 影 響 

出典 気象庁ホームページの気象統計情報より作成

■ 瀬戸内市の平均気温の推移 ■ 

※2010 年の値は、許容する資料数を満たしていないため除外 

（虫明地域気象観測所）

地球温暖化をもたらす原因が 2100 年までに 

最大となりその後減少するとした場合の予測 

地球温暖化をもたらす原因が 2100 年以降 

も強くなり続けるとした場合の予測 
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真夏日 熱帯夜

（日）
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● 真夏日・熱帯夜の増加 ● 

本市の 1980 年（昭和 55

年）から 2012 年（平成 24

年）にかけての真夏日と

熱帯夜の日数の推移を見

ると、両者とも増加傾向

にあります。 

特に、真夏日について

1980年代と2000年代の年

間平均日数を比べると、

1980 年代が年間 34.7 日、

2000年代が年間52.2日で

あり、2000 年代の方が年

間 17.5日増加しています。 

 

３. 地球温暖化対策への取組 

 

 

地球温暖化を防止するための国際的な枠組みとして、1992 年（平成 4 年）に「気

候変動に関する国際連合枠組条約」が採択されました。 

1997 年（平成 9年）には、気候変動枠組条約第 3回締約国会議（COP3）において、 

先進国の温室効果ガス排

出量削減の数値目標を定

めた「京都議定書」が採

択されました。「京都議定

書」は 2005 年（平成 17

年）に発効し、先進国全

体の温室効果ガス排出量

を 2008 年（平成 20 年）

～2012 年（平成 24 年）の

間に 1990 年（平成 2 年）

比で少なくとも 5％削減

することが義務付けられ

ました。 

近年は、2013 年（平成

25 年）以降の温室効果ガ

ス排出量削減のための枠

組みである「ポスト京都」

に関する議論が進められ

ています。  

国 際 的 な 取 組

出典 IEA「CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION」2010EDITION

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

（http://www.jccca.org）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

世界の二酸化炭素排出量の国別排出割合 

（虫明地域気象観測所）

出典 気象庁ホームページの気象統計情報より作成

■ 瀬戸内市の真夏日・熱帯夜日数の推移 ■ 

※2010 年の値は、許容する資料数を満たしていないため除外 
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● 地球温暖化対策の推進に関する法律 ● 

2008 年（平成 20 年）に改正された「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、

区域の自然的、社会的条件に応じた温室効果ガス排出量の削減のための計画（地球

温暖化対策実行計画（区域施策編））を策定することが求められています。本計画も

これに基づく計画です。 

 

● 京都議定書目標達成計画 ● 

2005 年（平成 17 年）に発効した「京都議定書」において、日本は温室効果ガス

排出量を 2008 年度（平成 20 年度）～2012 年度（平成 24 年度）の間に、基準年比

で 6％の削減が義務付けられました。これを受け、同年「京都議定書目標達成計画」

が閣議決定されました。 

日本の温室効果ガスの排出状況を見ると、2012 年度（平成 24 年度）には京都議

定書の削減目標を達成する見込みとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 2013 年度（平成 25 年度）以降の地球温暖化対策 ● 

2012 年度（平成 24 年度）をもって「京都議定書目標達成計画」が終了すること

から、2013 年度（平成 25 年度）以降の地球温暖化対策について議論が進められて

います。 

また、国としての新たな削減目標の議論も進められており、2015 年（平成 27 年）

の COP21 までに気候変動枠組条約の事務局に提出することが求められています。 

日 本 の 取 組 

出典 「2012 年度（平成 24 年度）の温室効果ガス排出量（速報値）について」 

（温室効果ガスインベントリオフィス） 

■ 日本の温室効果ガス排出量と京都議定書の達成状況 ■ 
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● エネルギーの使用の合理化に関する法律 ● 

1979 年（昭和 54 年）に、石油危機を契機として「エネルギーの使用の合理化に

関する法律」（以下「省エネ法」という。）が制定されました。この法律は、エネル

ギーの使用の合理化を総合的に進めることを目的としたものですが、近年の地球温

暖化問題の顕在化とそれに伴う二酸化炭素削減の必要性から、地球温暖化対策に関

する重要な施策として位置付けられるようになっています。 

省エネ法では、一定規模（原油換算量で年間 1,500 L）以上のエネルギーを利用

している事業者（特定事業者）に対して削減義務を課しています。本市も特定事業

者として、年平均 1％以上のエネルギー消費原単位の低減が義務付けられています。 

 

● エネルギー基本計画 ● 

2003 年（平成 15 年）に策定された「エネルギー基本計画」は、エネルギーの安

定供給の確保、環境への適合及び市場原理の活用というエネルギー政策の基本方針

により、エネルギー政策の基本的な方向性を示したものです。 

現在は、東日本大震災を契機としてエネルギー政策の見直しが行われ、新たな計

画を策定するための議論が進められています。 

 

● 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 ● 

日本のエネルギー自給率はわずか 4％であることから、エネルギーの安定供給の

確保のために、再生可能エネルギーの計画的、総合的な導入の拡大が求められてい

ます。 

2012 年（平成 24 年）

7 月からは、エネルギー

自給率の増加、再生可能

エネルギーの普及拡大

を目的として、電力を一

定期間、一定価格（固定

価格）で買い取る「再生

可能エネルギーの固定

価格買取制度」が導入さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典 「エネルギー白書 2013」（資源エネルギー庁）より作成

■ 各国のエネルギー自給率の比較（2010 年） ■ 
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第２章 基本的事項 

１. 計画の目的 

本計画は、本市の自然的、社会的条件に応じた地球温暖化対策に関する基本的な

考え方のほか、市民、事業者及び行政の各主体が協働して取り組むべき対策とその

進行管理の方法等を示し、市内の温室効果ガス排出量の削減に向けた取組を総合的

かつ計画的に推進することを目的とします。 

 

２. 計画の位置付け 

本計画は、本市の環境全般にわたる施策の基本方針を示す計画である「瀬戸内市

環境基本計画」（2007 年（平成 19 年）3 月策定）の地球温暖化対策に係る下位計画

であり、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 20 条の 3 に基づく地球温暖化対

策地方公共団体実行計画（区域施策編）に位置付けられるものです。 

計画の策定及び推進にあたっては、国や県のほか、本市の上位計画や関連計画と

の整合や連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

国 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

新岡山県環境基本計画「エコビジョン 2020」 

県 

岡山県地球温暖化防止行動計画（区域施策編）

瀬戸内市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編） 

   瀬戸内市環境基本計画 

瀬戸内市地球温暖化対策実行計画

（事務事業編） 

（地球温暖化対策に係る 

目標、施策の具体化） 

（連携）

市の関連計画 
（整合・連携）

上位計画

第２次瀬戸内市総合計画 
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３. 対象とする温室効果ガス 

本計画で対象とする温室効果ガスは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」で削

減が求められている 6種類のガスのうち、約 95％を占めている二酸化炭素のみとし

ます。 

二酸化炭素には、エネルギー起源

の二酸化炭素と非エネルギー起源の

二酸化炭素がありますが、両方を対

象とします。 

● エネルギー起源の二酸化炭素 ● 

化石燃料の燃焼や電気の使用

に伴って排出される二酸化炭

素 

● 非エネルギー起源の二酸化炭素 ● 

ごみ（廃プラスチック）の焼

却に伴って排出される二酸化

炭素 

 

 

 

４. 計画の期間 

本計画の期間は、国や県が行う地球温暖化対策との整合性を考慮し、2014 年度（平

成 26 年度）から 2020 年度（平成 32 年度）の 7年間とします。 

また、基準年は二酸化炭素排出量が把握できる直近年である 2011 年度（平成 23

年度）とし、国の長期的取組の目標年である 2050 年度（平成 62 年度）までを見据

えた施策を展開するものとします。 

● 基準年 ● 2011 年度（平成 23 年度） 

● 目標年 ● 短期目標：2020 年度（平成 32 年度） 

中期目標：2030 年度（平成 42 年度） 

長期目標：2050 年度（平成 62 年度） 

 

５. 計画の対象範囲 

本市の市域全体を対象範囲とし、対象範囲において二酸化炭素の排出、吸収に関

わる項目を計画の対象とします。  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

出典 温室効果ガスインベントリオフィス

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

（http://www.jccca.org）

日本の温室効果ガス排出量の割合 
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山林

42.6%

田

15.3%

宅地

7.5%

畑

5.6%

原野

1.7%

その他

27.4%

第３章 瀬戸内市の現況 

１. 自然的特性 

 

 

本市は、岡山県の南東部に位置し、総面積は 125.53km2、西は岡山市、北は備前市

に接しています。北西部に吉井川、中央部に千町川が流れており、その周辺には岡

山平野の一部をなす千町平野が広がっています。北部は標高 200m から 300m 前後の

山林や丘陵が並び、南東部は瀬戸内海に面しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の土地利用は、山林が 42.6％（53.4km2）を占め、以下、田が 15.3％（19.2km2）、

宅地7.4％（9.4km2）、畑が5.6％（7.0km2）、原野が1.7％（2.1km2）、その他が27.4％（34.4km2）

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

位 置 と 地 勢 

土 地 利 用 

出典 「瀬戸内市市勢要覧（平成 23 年度）」より作成 

■ 土地利用状況（平成 21 年 10 月 1 日現在） ■ 

■ 瀬戸内市の位置 ■ 
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155.8154.6
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6.3

4.0 4.3

7.4

0
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25
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0

50

100

150

200

250

300

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

降水量 月平均気温

（mm） （℃）

 

 

● 平均気温と降水量 ● 

本市は瀬戸内式気候に

属しており、一年を通じ

て晴れの日数と日射量が

多く、海が近いために冬

でも温暖です。 

降水量は少なく、特に 8

月の降水量はその前後の

月と比較してもより少な

くなっています。1981 年

（昭和56年）～2010年（平

成 22 年）の気温と降水量

の平均値は、それぞれ

14.8℃、1088.9mm です。 

 

 

● 日射量 ● 

本市の虫明地域気象観

測所における 1981 年（昭

和 56 年）～2009 年（平成

21 年）の平均の最適傾斜

角日射量※は約 14MJ/m2と

なっています。 

虫明以外の地点におい

ても最適傾斜角日射量が

14MJ/m2以上あり、岡山県

の中でも最も日射量の多

い地域の 1 つであり、太

陽光発電に適している地

域です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

気 候 

出典 気象庁ホームページの気象統計情報より作成

■ 月別の平均気温・降水量 ■ 

降
水
量 

気
温 

出典 NEDO 日射量データベース

■ 瀬戸内市と周辺地域の日射量 ■ 

※最適傾斜角日射量 

年間で最大の日射量（直達＋散乱）が得られる角度に太陽光パネルを合わせた際の日射量 

（虫明地域気象観測所）
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38,928 39,228 
39,403 

39,081 37,852 

11,172 11,889 12,615 13,363 13,343 

3.48 3.30 
3.12 2.92 2.84 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

人口 世帯数 一世帯当たり人数

（人・戸） （人／世帯）

２. 社会的特性 

 

 

● 人口と世帯数 ● 

本市の人口は、1990 年

（平成 2 年）から 2000 年

（平成 12 年）にかけて増

加していましたが、それ

以降は減少し、2010 年（平

成 22 年）には 37,852 人

となっています。 

世帯数は、増加傾向に

あり、2010年（平成22年）

には 13,343 戸となってい

ます。 

一世帯当たりの人数は、

1990 年（平成 2 年）以降

減少し続けており、単身

世帯や核家族の増加が伺

えます。 

 

● 年齢別人口 ● 

1990 年（平成 2 年）に

は、0～14 歳の割合が

16.8％、15～64 歳の割合

が 63.9％、65 歳以上の割

合が 19.3％でしたが、

2010 年（平成 22 年）では

0～14 歳が 12.6％、15～

64 歳が 58.7％、65 歳以上

が 28.7％となっています。 

0～14 歳と 15～64 歳の

割合が減少し続けている

一方、65 歳以上の割合は

増加を続けており、少子

高齢化が進行しています。 

 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

人 口 

出典 国勢調査より作成 

■ 人口、世帯数、一世帯当たり人数の推移 ■ 

人
口
・
世
帯
数 

一
世
帯
当
た
り
の
人
数 

出典 国勢調査より作成 

■ 年齢別人口の推移 ■ 

16.8%

15.2%

14.5%

13.9%

12.6%

63.9%

63.1%

61.6%

60.4%

58.7%

19.3%

21.8%

23.9%

25.7%

28.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1990年

1995年

2000年

2005年

2010年

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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5,413 4,777 4,028 3,361 2,897 2,647 2,500 

23,621 22,232 
20,273 18,900 17,573 16,288 14,926 

10,047 
10,843 

11,893 
12,075 

11,963 
11,665 

11,310 

39,081 37,852 
36,194 

34,336 
32,433 30,600 

28,736 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

45,000 

2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口

（人）

12,296 

12,754 

13,600 
13,755 

13,834 13,867 13,813 

12,000 

12,500 

13,000 

13,500 

14,000 

14,500 

2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

（戸）

18,470 17,927 17,193 16,356 15,478 14,634 13,799 

20,611 19,925 19,001 17,980 16,955 15,966 14,937 

39,081 37,852 
36,194 

34,336 
32,433 

30,600 
28,736 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

45,000 

2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

男 女

（人）

 

本市が行った推計結果によると、2035 年（平成 47 年）までに人口は減少し続ける

とされています。世帯数については、2030 年（平成 42 年）にピークをむかえ、その

後は減少すると予測されています。 

高齢者人口の割合については、2000 年（平成 12 年）の約 24％から 2035 年（平成

47 年）には約 40％まで増加し、少子高齢化が一層進行する予測結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典 「瀬戸内市の人口推計 平成 27 年～平成 47 年」（瀬戸内市）より作成

瀬戸内市の人口・世帯数の将来推計 

男女別人口

の推計結果

年齢別人口

の推計結果

世帯数の 

推計結果 
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● 工業 ● 

市内の従業者数は、2007

年（平成 19 年）から 2008

年（平成 20 年）にかけて

減少し、それ以降は約

4,200 人で推移していま

す。事業所数は 2007年（平

成 19 年）以降約 90 事業

所で推移しています。 

製造品出荷額等は 2007

年（平成 19 年）から 2009

年（平成 21 年）にかけて

減少し、2010 年（平成 22

年）に増加に転じたもの

の、2011 年（平成 23 年）

には再び減少しています。 

 

 

 

瀬戸内市は、「安全・安心な立地環境」「充実した交通環境」「豊富な人材と充

実した支援環境」「快適な生活環境」を有しており、企業立地に適しています。 

市内に立地する企業に対しては、奨励金を交付する制度があり、今後さらに

企業が増加することが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

産 業 

出典 工業統計調査より作成 

■ 工業の従業者数、事業所数、製造品出荷額等の推移 ■

従
業
者
数
・
事
業
所
数 

製
造
品
出
荷
額
等 

出典 瀬戸内市企業立地ガイド（瀬戸内市） 

工業団地への企業誘致 

宮下工業団地

3.5 ha 

豆田工業団地 

5.0 ha（予定） 
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2,148 
2,001 1,956 

211 
404 415 

2,343 
2,121 

1,887 

0 

500 

1,000 

1,500 
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経営耕地面積 耕作放棄地面積 総農家数

（ha） （戸）

2,202 2,124 2,247 2,281 
2,279 

460 432 421 387 322

45,473 

53,925 52,641 
49,332 

37,171 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

1999年 2002年 2004年 2007年 2012年

従業者数 事業所数 年間販売額

（人、事業所） （百万円）

● 商業 ● 

市内の従業者数は、1999

年（平成 11 年）以降、増

減を繰り返しながら、

2,200 人前後で推移して

います。事業所数は減少

傾向にあり、2012 年（平

成 24 年）には 322 事業所

（1999 年（平成 11 年）と

比べると 30％減少）とな

っています。 

年間販売額は 2002 年

（平成 14 年）以降、減少

傾向にあり、2012 年（平

成 24 年）には約 371 億円

となっています。 

 

 

● 農業 ● 

本市では、温暖な気候や日照量が多いという自然条件を利用し、白菜、キャベツ、

カボチャ、冬瓜などの栽培が盛んです。なかでも、白菜、冬瓜は県内一の生産量と

なっています。 

しかし、近年は経営耕

地面積、総農家数ともに

減少傾向にあります。

2000 年（平成 12 年）と

2010 年（平成 22 年）を比

較すると、耕地経営面積

は約 9％、総農家数も約

19％の減少となっていま

す。 

一方、耕作放棄地の面

積は増加傾向にあり、

2010年（平成22年）には、

415 ha となり、2000 年（平

成 12 年）と比べると約 2

倍に増加しています。 

 

  

出典 商業統計調査、経済センサスより作成

■ 商業の従業者数、事業所数、年間販売額の推移 ■ 

従
業
者
数
・
事
業
所
数 

年
間
販
売
額 

出典 農林業センサスより作成

■ 経営耕地面積、耕作放棄地面積、総農家数の推移 ■

面
積 

戸
数 

※年間販売額は前年度の値 



 

14 

SETOUCHI PROJECT 

1,588 
2,119 

1,390 

9,197 
8,353 

8,748 

0 

2,000 

4,000 
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8,000 
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2009年 2010年 2011年

漁獲量 養殖収穫量

（ｔ）

● 漁業 ● 

本市は、2008 年（平成

20 年）以降、県内で最も

多い漁獲量を誇っており、

2011 年（平成 23 年）には

1,390 トンとなっていま

す。 

また、養殖の収穫量は

およそ 9,000 トンとなっ

ています。なかでも、カ

キ等の養殖が盛んであり、

虫明地区はカキの産地と

して有名です。 

 

 

 

 

 

● 交通網 ● 

本市の主要な道路としては、市の北西端に国道 2号、中央に岡山ブルーラインがあり

ます。 

公共交通機関は、鉄道とバスが主体となっています。鉄道は JR 赤穂線が市の西部を走

っており、バスは東備バスが牛窓、邑久地域に展開し、備前バス及び宇野バスが国道 2

号、国道 250 号沿いに展開しています。また、牛窓地域では、瀬戸内市のデマンドバス

である「モーモーバス」が 2013 年度（平成 25 年度）末まで実証運行されていました。 

海上交通としては、牛窓と前島を結ぶ前島フェリーがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

交 通 

出典 海面漁業生産統計調査より作成

■ 漁獲量と養殖の収穫量の推移 ■ 

■ 瀬戸内市の交通網 ■ 
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● 自動車保有台数 ● 

本市における自動車保

有台数は約 30,000 台であ

り、近年、緩やかに増加

しています。 

車種別の自動車保有台

数を見ると、普通乗用車

と軽自動車が増加傾向に

ある一方で、貨物車及び

小型乗用車は減少傾向に

あります。 

 

 

 

● 鉄道の利用者数 ● 

市内にある 3つの JR駅

を利用する人数は、毎年

度、約 3,000 人／日で推

移しています。 

利用者数は邑久駅、長

船駅の両駅で多くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

一人一日当たりのごみ

の排出量は、2009 年度（平

成 21 年度）まで減少傾向

にありましたが、2010 年

度（平成 22 年度）以降は

増加に転じています。 

リサイクル率は、2009

年度（平成 21 年度）に低

下しました、2010 年度（平

成 22 年度）以降は約 15％

で推移しています。 

  

ご み 

出典 岡山県統計年報より作成

■ 自動車保有台数の推移 ■ 

出典 岡山県統計年報より作成

■ JR の利用者数の推移 ■ 

出典 「一般廃棄物処理事業実態調査結果」（環境省）より作成

■ ごみ排出量とリサイクル率の推移 ■ 

一
人
一
日
当
た
り
排
出
量 

リ
サ
イ
ク
ル
率 

1,975 1,880 1,841 1,849 1,801

4,821 4,841 4,890 4,909 4,982

8,308 8,194 8,071 7,980 7,838

14,258 14,502 14,747 14,910 15,233

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

貨物 普通車 小型車 軽自動車

（台）
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設置場所 発電出力

  瀬戸内市本庁舎 30ｋW

  牛窓町公民館 20ｋW

  ゆめトピア長船 20ｋW

  今城小学校 20ｋW

  行幸小学校 20ｋW

  国府小学校 20ｋW

565

737

871

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

2010年度 2011年度 2012年度

（件）

３. 瀬戸内市における地球温暖化対策 

 

 

 

2009 年（平成 21 年）4月以降、本市では瀬戸内市役所の本庁舎やゆめトピア長船、

今城小学校などの 6 施設に、合計 130kW の太陽光発電システムを導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電を設置している本

庁舎、牛窓公民館、ゆめトピア

長船には、発電状況が分かるモ

ニターがあります。 

モニターには、発電状況のほ

か、二酸化炭素の削減量や削減

した二酸化炭素の量を吸収する

ために必要な森林面積など、

様々な情報が表示されます。 

 

市役所の本庁舎をはじめとす

る公共施設への導入に加えて、

住宅用の太陽光発電の導入も進

んでいます。 

2010 年度（平成 22 年度）には

565 件でしたが、2012 年度（平

成 24 年度）には 871 件となり、

導入件数は 2 年間で 1.5 倍に増

加しています。 

 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

太陽光発電システム導入 

■ 太陽光発電システムの導入実績 ■

（2009 年（平成 21 年）4月～） 

■ 瀬戸内市役所の太陽光発電 ■ 

■ 住宅用太陽光発電の導入状況 ■ 

■ 牛窓公民館の太陽光発電のモニター ■ 
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ごみダイエット瀬戸内

項　　　　　目
2008年度

（平成20年度）
2009年度

（平成21年度）
2010年度

（平成22年度）
2011年度

（平成23年度）
2012年度

（平成24年度）

資源ごみ回収推進団体報奨金 345 7 400 436 489

生ごみ処理機購入費補助金 － － 78 57 51

緑 の カ ー テ ン

 

 

本市では、美しい自然を未来の世代に継承するため、

循環型社会の構築に向けたごみの減量化を推進してい

ます。本市から出るごみの多くは可燃ごみであり、この

可燃ごみの量を減らすことが、市全体のごみの減量化に

つながります。 

このことから、本市は自主的に資源ごみの回収活動を行っている市民団体への報

奨金の交付や、生ごみ処理機の購入に対する補助金の交付を行っています。2012 年

度（平成 24 年度）までに、資源ごみ回収団体への報奨金を 1,677 件、生ごみ処理機

購入費補助金を 186 件交付しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、幼稚園、保育園、小学校や公民館な

どにゴーヤの種を配布し、緑のカーテンの普及を

図っています。 

緑のカーテンは、日陰を作ることで周囲の温度

が上がるのを防ぐとともに、蒸散作用（葉の表面

から水分が蒸発する際に周りから熱を奪う作用）

により温度を下げる効果があります。 

また、緑のカーテンを作ることを通じて地球温

暖化問題や環境問題に対する意識の向上にも役

立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ ごみの減量化に関する報奨金、補助金の交付件数の推移 ■ 

※2009 年度（平成 21 年度）における資源ごみ回収推進団体報奨金は、逆有償（排出側が処理側に支払う

代金が上回る取引）のみが対象。 

■ 牛窓北幼稚園 ■ 

■ 裳掛児童館 ■ 

■ 長船西保育園 ■ 
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ノ ー マ イ カ ー デ ー 

校 庭 の 芝 生 化 

 

 

本市では、環境への負荷の低減を図るための行政の率先行動の一つとして、毎年

2 回春と秋に実施される県下統一ノーマイカーデーに加えて、夏と冬にも独自にノ

ーマイカーデーを実施しています。自動車の使用を控えることは、大気汚染や地球

温暖化の防止になることに加え、省資源・省エネルギー対策として有効な手段とな

ります。 

2012 年度（平成 24 年度）には、4 回の実施で 96％以上の職員が公共交通機関の

利用や乗り合わせなど、マイカー以外の交通手段で通勤したことで、合計 1,270 L

のガソリンが節減でき、約 3トンの二酸化炭素の削減につながっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校庭や園庭を芝生化することで、水分の蒸散作用により気温の上昇を抑えること

ができます。これにより、ヒートアイランド現象を軽減できるとともに、芝生が二

酸化炭素を吸収することで地球温暖化の防止につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ ノーマイカーデー実績（2012 年度（平成 24 年度）） ■ 

対象職員 取り組んだ人 取り組み率 節減距離
ガソリン
節減量

二酸化炭素
削減量

（人） （人） （％） （km） （L） （kg）

5月25日 198 185 93.4 2,601 268 622

7月27日 253 244 96.4 3,560 367 851

10月26日 213 209 98.1 3,194 329 764

1月25日 197 191 97.0 2,966 306 709

■ 邑久高校の芝生コート ■ 

邑久高校には、県内の公立高校で唯一の

芝生コートがあります。 
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「モーモーバス」は瀬戸

内市のデマンドバス※と

して、2012年（平成24年）

7月1日から牛窓地域で実

証運行が始まりました。 

運行当初から、毎月 300

人近い利用者と 600 件前

後の予約件数がありまし

た。予約受付時間や運行

時間の見直しを行った

2013 年（平成 25 年）2月

以降は、利用者数及び予

約件数ともに増加しまし

たが、2013 年度（平成 25

年度）末で実証運行が終

了しました。 

今後は、牛窓地域での

実証運行の検証結果を踏

まえて、交通弱者対策を

含む持続可能な公共交通

体系の構築に向けた検討

を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

瀬戸内市公民館は 2010 年度（平成 22 年度）から出前講座を開設しており、市民

からの要望に応じて市や関係機関の職員を講師として派遣し、各種制度や社会問題

などについて学ぶ機会を提供しています。 

生活環境課では、地球温暖化対策の出前講座として「ごみの減量化とリサイクル

（ごみの分別と正しい出し方）」を用意しており、2010 年度（平成 22 年度）から 2012

年度（平成 24 年度）の 3 年間で 134 件の出前講座を行いました。 

 

 

 

 

 

  

瀬戸内市デマンドバス

公 民 館 出 前 講 座

■ 利用者数と予約件数の推移 ■ 

※デマンドバス 

利用者が希望する乗降場所や時刻などの要求に応じて、乗

り合い方式で運行するバス。 

■ 出前講座の実施件数の推移 ■ 

項　　　　　目
2010年度

（平成22年度）
2011年度

（平成23年度）
2012年度

（平成24年度）

ごみの減量化とリサイクル出前講座 17 70 47
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行政（国や自治

体）が中心になっ

て行うべき

17.6%
事業者（工場・事

務所や商業施設

等）が中心になっ

て行うべき

4.6%

市民（各家庭）が

中心になって行う

べき

10.2%

行政・事業者・市

民等の区別無く、

お互いが協力して

取り組むべき

66.6%

その他

1.0%

４. 市民等の意識動向 

 

 

● 調査の目的 ● 

地球温暖化や環境保全に対する市民の意識動向や取組状況を調査するとともに、

地球温暖化対策への意識啓発を行うことを目的に調査しました。 

● 調査の概要 ● 

■ 調査対象：市民 1,000 人 

■ 抽出方法：層化抽出法（地域、性別、年齢層により比例配分） 

■ 回 収 数：416 通（41.6％） 

● 調査結果 ● 

地球温暖化対策に取り組みたいという意見が多く、家庭での取組状況としては、

すぐに実行できる取組については実施率が高い結果となっています。今後は、現段

階であまり実行されていない公共交通機関の利用など、各主体が協働して行う必要

のある取組を推進していくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

市 民 ア ン ケ ー ト 

問 ご家庭での地球温暖

化防止の取組につい

て、どのようにお考え

ですか。 

問 地球温暖化防止への

取組について、どのよ

うにお考えですか。 

日常生活が多少不

便でも、積極的に

取り組みたい

9.7%

日常生活が不便に

ならない範囲で

積極的に取り組み

たい

67.3%

何かメリットがあ

れば取り組んでみ

てもいい

15.6%

ライフスタイルは

できるだけ変えた

くないので取り組

みたくない

5.4%

自分には関係ない

から取り組む気は

全くない

0.8% その他

1.3%
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■ リビングでの取組 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ キッチンでの取組 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 車に関する取組 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 ご家庭での地球温暖化防止の取組状況について。 

人のいない部屋の照明はこまめに消す 

冷暖房機器は不必要につけっぱなしにしない 

テレビを見ない時は消す 

こたつ布団に敷布団と掛け布団を合わせて 
使用する 

一日に一度は家族が同じ部屋で団らんする 

冷房（エアコン）の温度設定は 28℃を 
目安にする 

暖房（ファンヒーター）の温度設定は 20℃を
目安にする 

白熱電球を電球型蛍光灯に取り替える 

暖房（エアコン）の温度設定は 20℃を 
目安にする 

冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて設置する 

ガスコンロは炎がなべ底からはみ出さない 
ように調節する 

冷蔵庫のむだな開閉はしない 

冷蔵庫の中に物を詰め込みすぎない 

食器洗い乾燥機を使用する時はまとめて洗う 

電気ポットを長時間使わない時は 
コンセントからプラグを抜く 

煮物などの下ごしらえには電子レンジを 
活用する 

加減速の少ない運転をする 

タイヤの空気圧を適正に保つ 

ふんわりアクセル「eスタート」を心掛ける 

アイドリングはできる限りしない 

車を買い替える時は燃費の良い 
ハイブリッドカーに買い替える 

外出時はできるだけ車に乗らず、電車やバス
などの公共交通機関を利用する 
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● 調査の目的 ● 

地球温暖化や環境保全に対する事業者の意識動向や取組状況を調査するとともに、

地球温暖化対策への意識啓発を行うことを目的に調査しました。 

 

● 調査の概要 ● 

■ 調査対象：市内の事業者 50 社 

■ 抽出方法：事業者の種別、規模により選出 

■ 回 収 数：30 通（60.0％） 

 

● 調査結果 ● 

地球温暖化対策に取り組んでいる事業者は約 70％となっています。今後は、現段

階であまり実行されていない取組に対する啓発や、公共交通機関の利用のような各

主体が協働して行う必要のある取組を推進していくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事 業 者 ア ン ケ ー ト 

問 事業所において環境

や省エネルギーにつ

いて配慮しています

か。 

問 地球温暖化防止への

取組について、どの

ようにお考えです

か。 

行政（国や自治

体）が中心になっ

て行うべき

16.7% 事業者（工場・事

務所や商業施設

等）が中心になっ

て行うべき

6.7%

市民（各家庭）が

中心になって行う

べき

3.3%

行政・事業者・市

民等の区別無く、

お互いが協力して

取り組むべき

73.3%

その他

0.0%

最優先で取り組ん

でいる

3.3%

可能な範囲で取り

組んでいる

63.3%

関心はあるが、

現状では取り組み

はできていない

23.3%

取り組む予定は

ない

10.0%

その他

0.0%
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問 事業所での地球温暖化防止の取組状況について。 

照明はこまめに消す 

用紙をむだに使用しない 

むだな荷物を積んで運転しない 

冷房の温度設定は 28℃を目安にする 

長時間のアイドリングや暖気運転をしない 

設備の更新時には省エネ型機器を導入する 

OA 機器は低電力モードに設定する 

経済速度を心掛け急加速、急発進をしない 

クールビズ・ウォームビズを実施する 

タイヤの空気圧は適正に保つ 

暖房の温度設定は 20℃を目安にする 

設備・機器のメンテナンスはこまめに行う 

昼休みや休憩時間は照明を消す 

エレベーターの利用を減らす 

空調の設定温度はこまめに調節する 

節水を心掛ける 

社有車の買い替え時には燃費性能を重視する 

パソコンの電源はこまめに切る 

パソコンは低電力モードに設定する 

日当たりの良い場所は照明を消す 

白熱電球より電球型蛍光灯を使用する 

OA 機器の電源はこまめに切る 

運転時にはエアコンの使用を控える 

自然の風を利用しエアコンの使用を抑える 

昼休みや休憩時間はエアコンを消す 

外部の専門家の指導・助言を仰ぐ 

昼休みや休憩時間は OA機器の電源を切る 

エアコンの室外機に日光があたらないよう 
にする 

インバータ蛍光灯や人感センサーを導入する 

できる限り公共交通機関を利用する 

エアコンのフィルターを掃除する 
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産業部門 製造業・非製造業（農林水産業・鉱業・建設業）からの排出

民生家庭部門 自家用車を除く一般家庭からの排出

民生運輸部門 商業施設、事務所・ビル、学校、病院、公共施設等からの排出

運輸部門 自動車（自家用車・公用車・社有車）からの排出

廃棄物部門 一般廃棄物処理に伴う排出

190,757 210,125 220,371 227,966 

156,445 162,503 163,729 172,272 

71,380 

93,510 
92,452 93,997 

99,277 94,916 108,609 97,871 

53,381 

61,523 62,032 62,200 

59,514 48,818 
46,166 41,443 

54,647 

74,006 72,772 72,706 

71,243 71,690 
69,558 67,881 

1,049 

2,437 2,401 2,519 

3,622 2,787 
3,645 

3,827 

441,601 450,028 
459,388 

390,101 380,713 391,707 
383,293 

0 

50,000 

100,000 
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200,000 

250,000 

300,000 
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400,000 

450,000 

500,000 

1990年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

産業部門 民生家庭部門 民生業務部門 運輸部門 廃棄物

（t-CO2）

371,214

第４章 二酸化炭素排出量・吸収量の現状と将来予測 

１. 二酸化炭素排出量・吸収量の現状 

 

 

● 二酸化炭素排出量の推移 ● 

本市の二酸化炭素排出量を把握するにあたって、以下に示す 5 部門を対象に算定

を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 年度（平成 2 年度）及び 2005 年度（平成 17 年度）から基準年である 2011

年度（平成 23 年度）にかけての本市の二酸化炭素排出量の推移については、次のグ

ラフのとおりです。 

2007 年度（平成 19 年度）までは増加傾向にありましたが、2008 年度（平成 20 年

度）に大幅に減少し、2011 年度（平成 23 年度）には 383,293 t-CO2 となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

二 酸 化 炭 素 総 排 出 量 

■ 瀬戸内市の二酸化炭素排出量の推移 ■ 

■ 対象部門 ■ 
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産業部門

44.9%

民生家庭

部門

25.5%

民生業務

部門

10.8%

運輸部門

17.7%

廃棄物

1.0%

産業部門

33.8%

民生家庭

部門

15.2%

民生業務

部門

20.0%

運輸部門

18.5%

廃棄物

部門

2.1%

その他

10.4%

44.9%

51.4%

25.5%

19.2%

10.8%

14.4%

17.7%

14.7%

1.0%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011年度

1990年度

産業部門 民生家庭部門 民生業務部門 運輸部門 廃棄物

 

 

● 排出構成 ● 

基準年である 2011 年度（平成 23 年度）の二酸化炭素排出量の部門別構成につい

て、本市と全国を比較すると、次のようになります。 

本市では産業部門の割合が最も高く 44.9％を占めており、次いで民生家庭部門

（25.5％）、運輸部門（17.7％）、民生業務部門（10.8％）、廃棄物（1.0％）となっ

ています。全国の排出構成と比較すると、産業部門及び民生家庭部門の割合が高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 年度（平成 2年度）から 2011 年度（平成 23 年度）にかけての二酸化炭素排

出量の部門別排出構成を見ると、産業部門及び民生業務部門は割合が減少していま

すが、民生家庭部門、運輸部門及び廃棄物については割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 門 別 排 出 量

■ 瀬戸内市と全国の二酸化炭素排出構成の比較 ■ 

瀬戸内市 

出典：「日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2011 年度）確定値」

（温室効果ガスインベントリオフィス）

■ 瀬戸内市の二酸化炭素排出構成の推移 ■ 

全国 
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● 部門別排出状況の推移 ● 

1990 年度（平成 2 年度）及び 2005 年度（平成 17 年度）から基準年である 2011

年度（平成 23 年度）にかけての本市の二酸化炭素排出量の部門別排出状況を見ると、

次のようになります。 

■ 産業部門 ■ 

2008 年度（平成 20 年度）に大幅に減少しましたが、近年は緩やかな増加

傾向にあります。 

■ 民生家庭部門 ■ 

増減を繰り返しながら推移しており、2011 年度（平成 23 年度）には 1990

年度（平成 2 年度）比で 37.1％増加しています。 

■ 民生業務部門 ■ 

近年は減少傾向にあり、2011 年度（平成 23 年度）には 1990 年度（平成

2 年度）比で 22.4％減少しています。 

■ 運輸部門 ■ 

1990 年度（平成 2 年度）と比べると増加していますが、近年は緩やかな

減少傾向にあります。 

■ 廃棄物 ■ 

増減はあるものの長期的に見ると増加傾向にあり、2011 年度（平成 23 年

度）には 1990 年度（平成 2年度）比で約 3.6 倍に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 瀬戸内市の部門別排出状況の推移 ■ 
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運輸部門（自動車・船舶等） 217 → 230 （5.9%増）

業務その他部門（商業・サービス・事業所等）
164 → 248 （50.9%増）

家庭部門 127 → 189 （48.1%増）

エネルギー転換部門（発電所等） 67.9 → 87.4 （28.8%増）

工業プロセス分野 62.3 → 41.1 （34.0%減）

廃棄物分野 22.7 → 26.4 （16.5%増）

（年度）

C
O
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排
出
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ト
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C
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全国の部門別の二酸化炭素排出量の推移を見ると、京都議定書の基準年と比べて産

業部門では減少しています。また、運輸部門については基準年と比べると増加してい

るものの、近年は減少傾向にあります。一方、家庭部門及び業務その他部門では、基

準年以降増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 部門別の増減要因 ● 

■ 産業部門 ■ 

2008 年度（平成 20 年

度）から景気後退に伴う

生産活動の低下により

排出量が減少していま

す。2010 年度（平成 22

年度）には景気後退から

の回復に伴い排出量が

増加に転じましたが、

2011年度（平成23年度）

には東日本大震災の影

響により再び生産活動

が低下しています。 

  

全国の部門別二酸化炭素排出量の推移

出典：「日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2011 年度）確定値」

（温室効果ガスインベントリオフィス）

出典 工業統計調査より作成

■ 製造品出荷額等の推移 ■ 
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カラーテレビ

光ディスクプレーヤー・レコーダー

パソコン

温水洗浄便座

（台/100世帯）

■ 民生家庭部門 ■ 

民生家庭部門では、家庭用機器のエネルギー使用量が機器の大型化・多様化な

どにより増加していること、世帯数の増加やライフスタイルの変化などにより電

力などのエネルギー消費が増加していることによって排出量が増加してきました。 

2011 年度（平成 23 年度）には前年度と比べて排出量が減少していますが、二酸

化炭素の排出係数の低下が影響しているものと考えられます。 

 

 

家庭における家電製品の保有台数を見ると、1990 年代以降増加しており、カラーテ

レビ、エアコンについては、一世帯当たり 2台以上保有している状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的な家庭からの二

酸化炭素排出量の内訳を

燃料種別に見てみると、

電気の使用に伴う排出量

が全体の半分近くを占め

ており、次いでガソリン

（自家用車※）の使用に

伴う排出となっています。 

このことから、家庭で

の取組には、省エネやエ

コドライブの推進が効果

的であると言えます。 

 

※部門ごとに計上する場合

には、自家用車は運輸部門

で計上されます。 

  

出典 消費動向調査より作成 

家庭からの二酸化炭素排出量 

出典 温室効果ガスインベントリオフィス 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 

（http://www.jccca.org） 

家電製品保有台数の推移 
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■ 民生業務部門 ■ 

民生業務部門からの

排出量は近年減少傾向

にありますが、業務部門

全体の伸び悩みによる

ものと考えられます。 

また、2011 年度（平

成 23 年度）には前年度

と比べて排出量が大き

く減少していますが、二

酸化炭素の排出係数の

低下が影響しているも

のと考えられます。 

 

■ 運輸部門 ■ 

二酸化炭素排出量は

近年緩やかに減少傾向

にあります。 

自動車の保有台数は

全体的に増加傾向にあ

るものの、近年は燃費の

良い自動車への買い替

えや燃料の高騰などに

よる自動車利用の減少

などから、排出量が減少

しているものと考えら

れます。 

 

■ 廃棄物部門 ■ 

廃棄物処理に伴う二

酸化炭素排出量は、増減

はあるものの増加傾向

にあります。 

廃棄物の処理量は近

年増加傾向にあり、さら

に廃棄物に含まれるプ

ラスチックの比率が上

がっていることから、二

酸化炭素排出量が増加

しているものと考えら

れます。 

 

出典 岡山県統計年報より作成

■ 一人当たりの自動車保有台数の推移 ■ 

出典 商業統計調査、経済センサスより作成

■ 年間販売額の推移 ■ 

クリーンセンターかもめ、岡山市東部クリーンセンターの実績による

■ 廃プラスチック比率の推移 ■ 
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森林を構成している一本一本の樹木は、大気中の二酸化炭素を吸収して光合成を

行い、炭素を有機物として幹に蓄えて成長します。二酸化炭素排出量の削減のため

に、森林が吸収源としての役割を果たします。 

京都議定書では、1990 年（平成 2年）以降に人為的活動（新規植林、再植林、森

林経営）が行われた森林による吸収量の増加分が算定の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

本市における 2011 年度（平成 23 年度）の二酸化炭素吸収量について、持続的な

森林経営が行われているとの仮定のもとに、森林の年間成長量から推計した結果を

以下に示します。 

 

■ 森林による二酸化炭素吸収量 ■  3,587 t-CO2 

 

 

 

 

森林は、私たちが排出した二酸化炭素を吸収してくれます。間伐など、森

林を適切に整備・保全することによって、森林の吸収量が増え、市全体の二

酸化炭素排出量の削減につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新規植林 ： 過去 50 年森林がなかった土地への植林 

再 植 林 ： 1990 年時点で森林でなかった土地への植林 

森林経営 ： 持続可能な方法で森林の多様な機能を十分に発揮するため

の人為的な活動（森林の整備や保全等） 

森林による二酸化炭素吸収量 

出典：林野庁ホームページより 

二 酸 化 炭 素 吸 収 量 
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産業部門（製造業） 製造品出荷額等

産業部門（非製造業） 就業者数

民生家庭部門 世帯数

民生運輸部門 就業者数

運輸部門 自動車保有台数

廃棄物部門 一般廃棄物処理量

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

400,000 

450,000 

2011

年度

2015

年度

2020

年度

2025

年度

2030

年度

産業部門 民生家庭部門 民生業務部門 運輸部門 廃棄物

（t-CO2）

２. 二酸化炭素排出量の将来予測 

 

 

現状から特段の地球温暖化対策を行わない場合（現状すう勢ケース）における 2030

年度（平成 42 年度）までの排出量について将来予測を行いました。将来予測にあた

っては、部門ごとの排出量の増減と関連性が高いと考えられる以下の指標をもとに

推計しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推計指標をもとに推計した基準年である 2011 年度（平成 23 年度）から 2030 年度

（平成 42 年度）にかけての二酸化炭素排出量は以下のとおりです。 

推計結果によると、2030 年度（平成 42 年度）までにすべての部門で排出量が増

加すると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

将 来 予 測 の 考 え 方

■ 二酸化炭素排出量の将来推計指標 ■ 

将 来 予 測 結 果

■ 瀬戸内市の二酸化炭素排出量の将来予測 ■ 
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第５章 目指すべき将来像と削減目標 

１. 目指すべき将来像 

本計画では、二酸化炭素排出量の削減をより一層推進し、持続可能なまちをつく

るため、上位計画である「第 2 次瀬戸内市総合計画 瀬戸内みらいプラン 2011」に

おける将来像を念頭に、目指すべきまちの将来像を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策を推進し、目指すべき将来像を実現することで、次のようなまち

になっていることが期待されます。 

 

● ライフスタイル ● 

■瀬戸内市で暮らす子どもから高齢者まで様々な世代の人が地球温暖化をはじ

めとした環境問題に関心を持って、職場、学校、家庭さらには地域全体で取

組を実践しています。 

■住宅の省エネルギー化が進んでおり、エネルギー使用量や二酸化炭素排出量

を確認しながら省エネルギーに取り組む生活をしています。 

 

● ビジネススタイル ● 

■OA 機器、照明や空調などの設備の省エネルギー化が進んでおり、省エネルギ

ーかつ快適な空間で仕事をしています。 

■市内の多くの企業が環境に配慮した製品やサービスの提供を行っており、低

炭素社会を実現するビジネス・産業の拠点となっています。 

 

● まち ● 

■瀬戸内市の地域特性を生かし、太陽光などの再生可能エネルギーを積極的に

活用しています。 

■多くの人が自転車や公共交通機関を利用し、市街地では歩いて暮らせるまち

になっています。 

■街路樹や緑地の整備が進み、環境と調和した快適なまちになっています。 

 

  

 

人と自然が織りなす 低炭素で魅力あるまち せとうち 

目指すべき将来像 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 
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２. 二酸化炭素排出量の削減目標 

 

 

目指すべき将来像の実現に向けた取組を展開するうえで、各主体の共通の方向性

となる二酸化炭素排出量の削減目標を設定することが必要です。 

現在、エネルギー政策や原子力政策に対する国の方針が明確になっておらず、国

の目標や動向を踏まえて本市の削減目標を設定することが難しい状況となっていま

す。しかし、本市としては国の動向を注視しながらも地域における着実な取組を実

施していくことが求められており、市内で実施可能な対策を着実に実施することに

よる効果を積み上げることで削減目標を設定しました。 

 

 

 

低炭素で魅力あるまちを実現するために、短期目標年である 2020 年度（平成 32

年度）及び中期目標年である 2030 年度（平成 42 年度）の削減目標を以下のとおり

とします。 

 

 

 

 

 

 

※京都議定書の基準年である 1990 年度（平成 2年度）比で 8.0％削減に相当、2005

年度（平成 17 年度）比で 22.6％削減に相当します。 

 

 

 

 

 

 

※京都議定書の基準年である 1990 年度（平成 2年度）比で 18.2％削減に相当、2005

年度（平成 17 年度）比で 31.2％削減に相当します。 

 

長期目標年である 2050 年度（平成 62 年度）の削減目標については、国の定めた

「第四次環境基本計画」（2012 年度（平成 24 年度）4 月閣議決定）を踏まえ、2011

年度（平成 23 年度）比で 60％～80％削減を目指すものとします。 

 

 

 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

削 減 目 標 の 考 え 方

削 減 目 標 の 設 定

短期目標 

2020 年度（平成 32 年度）までに市内の二酸化炭素排出量を

2011 年度（平成 23 年度）比で 10％削減※します。 

中期目標 

2030 年度（平成 42 年度）までに市内の二酸化炭素排出量を

2011 年度（平成 23 年度）比で 20％削減※します。 

※第四次環境基本計画 

温室効果ガス排出量の長期的な削減目標として 2050 年度（平成 62 年度）までに 80％の温室

効果ガスの排出削減を目指すとしています。 
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第６章 瀬戸内市が取り組む地球温暖化対策 

１. 取組の基本方針 

低炭素で魅力あるまちづくりを実現するために、以下の 3 つの基本方針に基づい

て地球温暖化対策を推進します。本市の現状を踏まえるとともに、地域資源を積極

的に活用した地球温暖化対策を推進することで、本市の魅力の向上にも貢献します。 

● 温室効果ガス排出量の削減 ● 

省エネルギーや再生可能エネルギーの導入などにより温室効果ガス排出量を

削減します。 

● 気候変動に対する適応 ● 

災害による日常生活のリスク低減など気候変動に対して適応していきます。 

● 地域課題の解決 ● 

地域活性化や少子高齢化などの地域課題の解決に取り組みます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

地域資源の積極的な活用 

温室効果ガス 

排出量の削減 

気候変動に 

対する適応 

地域課題 

の解決 

・地球温暖化対策の推進 

・循環型社会の形成 

・省エネの推進 

・再生可能エネルギーの利用 

・環境教育の充実 

・市民参加 

・連携・協働による取組 

・地域でのエネルギー

自給率の向上による

非常用エネルギーの

確保 

・災害時の避難場所の

確保 

・洪水やゲリラ豪雨へ

の対応 

・インフラの整備 

・農水産業や観光産業

の振興、企業の立地

等による雇用の創

出、地域活性化 

・環境ビジネスの創出

・市外からの集客の確

保と定住の促進 

・公共交通の充実による利便性

の向上 

・歩いて暮らせるまちづくり 

■ 地球温暖化対策の 3つの基本方針 ■ 

人と自然が織りなす 低炭素で魅力あるまち せとうち 
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２. 各主体の役割 

温室効果ガスとして排出されるガスのほとんどは二酸化炭素です。二酸化炭素は

私たちの社会生活、事業活動によってその多くが発生しており、すべての人に関わ

りがあります。 

そのため、温室効果ガスの排出に伴う地球温暖化の対策は、市民、事業者及び行

政のそれぞれの主体が自ら取り組んでいくとともに、各主体が連携、協働すること

でより効果的に取組を実践していくことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

■ 各主体の役割と主体間の協働 ■ 

各主体が連携・協働することで、取組の結果

をより効果的なものにします。 

連携・協働 

市民 

＜地球温暖化問題への関心＞ 

・地球温暖化問題への関心を高

め、理解を深めます。 

・環境学習などに参加します。 

＜対策の実践＞ 

・省資源、省エネルギーなどの対

策を実践します。 

事業者 

＜事業活動における実践＞ 

・事業活動において、地球温暖化

対策に取り組みます。 

＜環境学習への協力＞ 

・環境学習に参加するなど、環境

学習へ積極的に協力します。 

 

行政 

＜市役所内での取組の強化＞ 

・市が率先して地球温暖化対策に取り組みます。 

＜連携・協働の強化＞ 

・主体間の連携・協働がうまくいくよう働きかけるとともに、情

報発信も行います。 
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３. 地球温暖化対策 

 

 

取組の基本方針を踏まえて地球温暖化対策に取り組んでいくにあたって、地域特

性に基づき「くらし」、「産業」、「農業・漁業」、「観光」及び「環境学習、地域連携」

の 5つのプロジェクトを推進します。 

それぞれのプロジェクトに対して、本市が低炭素社会を目指すうえで重点的に取

り組んでいくべき重点施策とその他の施策に分類してまとめます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

■ ５つのプロジェクト ■ 

プロジェクト１ 

くらし 

プロジェクト２ 

産業 プロジェクト３ 

農業・漁業 

プロジェクト４ 

観光 

プロジェクト５ 

環境学習・地域連携 

重点プロジェクトの推進 
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5 つのプロジェクトと、それぞれのプロジェクトにおいて市民、事業者及び行政

が連携・協働し取り組んでいく施策の体系を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施 策 体 系 

人
と
自
然
が
織
り
な
す 

低
炭
素
で
魅
力
あ
る
ま
ち 

せ
と
う
ち 

 プロジェクト１

 プロジェクト２

 プロジェクト５

 プロジェクト４

 プロジェクト３

環境学習と地域連携を

通じた低炭素社会の啓

発と地域コミュニティ

の活性化 

瀬戸内市の観光の低炭

素化とイメージアップ 

再生可能エネルギーに

よる第一次産業の低炭

素化と活性化 

事業所への環境経営支

援と環境関連産業の創

出の促進 

低炭素で住みやすい循

環型のまちづくりの推

進 

 ○持続可能な循環型のまちづくり 

○家庭の低炭素化 

○交通の低炭素化 

○災害に強いまちづくり 

 ○事業所の取組の促進 

○中小事業所に対する支援 

 

 ○農業の低炭素化と活性化 

○漁業の低炭素化と活性化 

 ○観光の低炭素化 

○低炭素化を生かした観光のイメ

ージアップ 

 ○地域で取り組む地球温暖化対策

の推進 

○地球温暖化対策を実践している

事業者、団体などへの顕彰・支

援 
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市街地を中心として、建築物や移動の低炭素化、緑化などの自然と調和したまち

づくりの促進、さらには災害などへの対策の強化を図ることで、市民が安全で安心、

かつ快適に暮らせるまちを目指します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能な循環型のまちづくり 

 

■資源ごみ回収事業を活用するなど、3R をさらに推進することで効率的な資源循

環型社会を目指します。 

■グリーン購入を実践します。 

 

 

3R は、Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）の頭文字。 

● Reduce（リデュース） ● 

使用済みになったものが、なるべくごみとして廃棄されることが少なくなるよう

に、ものを製造・加工、販売すること 

● Reuse（リユース） ● 

使用済みになっても、その中でもう一度使えるものは

ごみとして廃棄しないで再使用すること 

● Recycle（リサイクル） ● 

再使用ができずに、または再使用された後に廃棄され

たものでも、再生資源として再生利用すること 

  

低炭素で住みやすい循環型のまちづくりの推進 

防災拠点となる庁舎や公共施

設に自立型の電源を設置する 
公共交通機関や自転車の利用

など、交通の低炭素化を図る 

ごみの減量やリサイクル率向

上により、ごみの少ない生活

様式を推進する 

建物や施設の省エネルギー化

を推進する 

プ ロ ジ ェ ク ト の 概 要 

重 点 的 取 組 

プロジェクト１ 

３R（スリーアール） 

くくららししををエエココにに  



 

39 

SETOUCHI PROJECT 

家庭の低炭素化 

 

■家庭からでる「その他プラスチック」・「ペットボトル」を分別収集し、再利用

することにより、燃やすごみを減量します。 

■家電製品、燃料使用機器、施設・設備の運用改善や省エネルギー機器の導入に

より、温室効果ガスの排出量を減らします。 

■住宅用太陽光発電の導入など、瀬戸内市の地域特性を生かした再生可能エネル

ギーを導入することにより、温室効果ガスの排出量を減らします。 

■家庭やオフィスなどへのエネルギー管理システム（HEMS、BEMS など）を普及促

進し、省エネルギー化と温室効果ガスの削減を図ります。 

■省エネルギー型住宅を、「エコハウス」として認定・支援する制度を検討・実施

し、省エネルギー化と温室効果ガスの削減を図ります。 

■住宅の新築・改築時には、高気密・高断熱の省エネ型の住宅を検討します。 

■節水型機器の採用や雨水利用による節水を実施し、無駄な電力消費を防ぎます。 

■緑のカーテンの普及や敷地内の緑化に協力し、室温の上昇を防ぎます。 

 

 

EMS（Energy Management System）とは、センサーや IT 技術を駆使して、電力使用量

の見える化を行うことで節電につなげたり、再生可能エネルギーや蓄電池などの機器の

制御を行って効率的なエネルギーの管理・制御を行うためのシステム。 

対象によって、家庭のエネルギー管理・制御システムを HEMS（ヘムス：Home Energy 

Management System）、ビルなどの建築物のエネルギー管理・制御システムを BEMS（ベム

ス：Building Energy Management System）と呼びます。 

 

 

交通の低炭素化 

 

■エコドライブの実践や低公害車へ乗り換えることで、温室効果ガスの排出量を

減らします。 

■電気自動車などを利用したカーシェアリング事業の検討し、過剰な自動車利用

の抑制を図ります。 

■電気自動車を普及させるため、充電設備を整備します。 

■公共交通機関の利用促進や自転車利用環境の整備促進を行い、自動車に頼らな

い移動システムを推進します。 

 

災害に強いまちづくり 

 

■スマートグリッドの導入やスマートコミュニティの実現によりエネルギーを効

率的に利用し、合わせてエネルギーの自立化・分散化を進めて災害時のエネル

ギー源を確保します。 

■平時の節水対策、非常時の水源として、雨水タンクを設置します。 

HEMS（ヘムス）・BEMS（ベムス） 
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スマートコミュニティとは、家庭やビル、交通システムを IT ネットワークでつなげ、

地域でエネルギーを有効活用する次世代の社会システムです。 

スマートコミュニティが実現することで、太陽光などの再生可能エネルギーを最大

限活用し、一方でエネルギーの消費を最小限に抑えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 市民 ● 

■家電製品はできるだけ長く使い、使い終わったら正しくリサイクルします。 

■森林と緑地の保全に協力します。 

■クールビズ・ウォームビズに協力し、節電に取り組みます。 

● 事業者 ● 

■フロンガスを使用している製品を廃棄する際、ルールに従って適正に業者に

引き渡します。 

■節電のため、クールビズ・ウォームビズに取り組みます。 

  

そ の 他 の 取 組 

スマートコミュニティ 

出典：経済産業省ホームページ 
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● 行政 ● 

■市内の温室効果ガス排出量を毎年算定し、公表します。 

■地域ごとの個性を活かしたコンパクトな「まち」を計画します。 

■省エネルギー改修（ESCO 事業含む）を推進します。 

■省エネラベルの周知、トップランナー基準を達成した省エネルギー機器の情

報提供を行います。 

■森林と緑地の保全と整備、公立学校における校庭の芝生化を推進します。 

■ヒートアイランド現象などを防ぐため、環境舗装の整備を促進します。 

■省資源、省エネルギーに配慮し、グリーン購入を促進します。 

■節電のため、クールビズ・ウォームビズの定着、促進を図ります。 

 
 
 

瀬戸内市消費生活問題研究協議会では、2009 年度（平成 21 年度）からその他プラ

スチックの回収を行っており、2009 年度（平成 21 年度）は 2.0ｔ、2010 年度（平成

22 年度）は 2.2ｔ、2011 年度（平成 23 年度）は 2.5ｔ、2012 年度（平成 24 年度）は

2.6ｔを回収しました。 

その他プラスチックを回収し、資源として適切に処理すること

で、その他プラスチックを焼却することによって発生する二酸化

炭素の排出抑制につながります。 

瀬戸内市消費生活問題研究協議会の回収によって、年間 5～7ｔ

程度の二酸化炭素が削減できたことになります。2014 年度（平成

26 年度）からは、家庭から出るその他プラスチックは各ごみステ

ーションで分別収集します。 

 
 
 

家庭からの二酸化炭素排出量のうち、自動車からの排出が約１／４を占めています。

地球にやさしいエコドライブを心掛けることで、地球温暖化防止につながります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

その他プラスチックの回収 

エコドライブ 

出典：「身近な地球温暖化対策～家庭でできる 10 の取り組み」（環境省）
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私たちが快適で便利な生活をおくるためにエネルギーを使うことで、多くの二酸化

炭素を排出しています。地球温暖化防止のためには、市民一人ひとりができる取組か

らはじめ、さらに継続的に取り組んでいくことが重要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

家庭でできる地球温暖化対策 

出典：「身近な地球温暖化対策～家庭でできる 10 の取り組み」（環境省）
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事業所における環境経営（省エネルギー、温室効果ガスの削減対策など）や環境

関連産業の創出を促進するため、官民連携のもと省エネルギー技術の供与や人材育

成、融資などの各種支援を行います。また、事業所の自主的な取組を促進するため、

情報提供などを通じて普及啓発を行います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所の取組促進 

 

■施設・設備の運用改善により、温室効果ガス排出量の削減を推進します。 

■省エネルギーを目的とした改修などの設備投資を進めます。 

■環境フェスタにおいて、環境に配慮した経営・製品の周知を行います。また、

温暖化対策に取り組む事業所を「エコ事業所」として認定・支援する制度を検

討、実施し、それらの事業所を瀬戸内市のホームページなどで紹介します。 

■再生可能エネルギービジネスの事業化を支援します。また、環境・エネルギー

関連企業の市内への立地を促します。 

■グリーン電力証書や J-クレジット制度の活用促進を行います。 

■認証取得の支援、環境経営などについての勉強会、講演会を開催します。 

■地球温暖化防止に関する法令の着実な実施を支援します。 

■環境経営を推進する事業所の連絡会の活動支援など、事業所同士の連携・協働

の促進を図ります。 

■通勤時における低公害車への乗り換え、エコドライブの実践、公共交通機関の

利用促進、及び輸送時におけるモーダルシフトを推進することにより、移動時

事業所への環境経営支援と環境関連産業の創出の促進 プロジェクト２

CSR 活動を実践する 
事業所に対する各種支援を行う 

事業所の取組を促進するた

め、各種支援を行う 

ごみを出さない事業活動を実

践する 

プ ロ ジ ェ ク ト の 概 要

重 点 的 取 組 

産産業業ををエエココにに  
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の温室効果ガス排出量を削減します。 

 

事業所に対する支援 

 

■事業所に対する省エネルギー対策テキストを作成し、配布します。 

■事業所からの環境問題に対する相談対応の体制を充実させます。 

■事業所への環境マネジメントシステムの普及促進を図ります。 

■省エネ診断サービスなどの有益な情報を提供します。 

 

 

 

環境経営とは、「企業と社会が持続可能な発展をしていくため、地球環境と調和

した企業経営を行う」という考え方です。 

事業者の自発的な取組による環境負荷の削減はもちろんのこと、製品の利用段

階での環境負荷の低減や原料採掘において環境配慮を促すなど、環境経営は事業

活動に伴う資源・エネルギー消費と環境負荷の発生をライフサイクル全体で抑制

し、事業エリア内での環境負荷低減だけでなく、グリーン調達や環境配慮製品・

サービスの提供等を通じて、持続可能な消費と生産を促進します。 

環境省では、1996 年（平成 8年）より、中小事業者など幅広い事業者に対して、

自主的に「環境への関わりに気づき、目標を持ち、行動することができる」簡易

な方法を提供することを目的として、エコアクション 21 を策定し、その普及を進

めてきました。 

エコアクション 21 は、環境マネジメントシステム、環境パフォーマンス評価及

び環境報告をひとつに統合したものであり、エコアクション 21 に取り組むことに

より、中小事業者でも自主的・積極的な環境配慮に対する取組が展開でき、かつ

その取組結果を「環境活動レポート」として取りまとめて公表できるように工夫

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境経営 

出典：環境配慮経営ポータルサイト（環境省） 
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● 市民 ● 

■商店が取り組んでいる簡易包装、マイバッグ運動、食品トレーの店頭回収に

協力します。 

■瀬戸内市内で地球温暖化対策に取り組んでいる事業者の情報を収集します。 

 

● 事業者 ● 

■ごみを出さない、エネルギー消費の少ない事業活動を実践します。 

■環境負荷の少ない製品を開発、製造します。 

■低炭素社会実行計画を策定します。 

■CSR（企業の社会的責任）活動を実践します。 

■直接削減することができない温室効果ガスは、カーボンオフセットを用いて

植林やクリーンエネルギー関連事業に投資します。 

■再生可能エネルギーの導入に努めます。 

■エネルギー源として利用可能な排熱や可燃物は活用を検討し、可能であれば

エネルギー源として使用します。 

■フロンガスを使用している製品を保管する場合、PRTR 制度※などに基づき、

適正に管理します。 

 

 

 

 

 

 

● 行政 ● 

■再生可能エネルギーの導入を促進します。 

■CSR（企業の社会的責任）活動の普及を支援します。 

■ごみの減量やリサイクルを推進します。 

■ノーマイカーデーの増加など、公共交通機関の利用促進に努めます。 

■エコ製品などの開発を支援します。 

■公共工事におけるごみ排出量を削減します。 

 

 

企業は、事業活動を行うにあたって社会に与える影響への責任

を持ち、様々な利害関係者に対して説明責任を果たすことが求め

られます。事業活動には、経済的側面、社会的側面に加えて環境

的側面があり、事業活動に伴う環境負荷や環境配慮などの取組状

況を公表することで、社会に対して情報を提供するとともに、環

境コミュニケーションを促進することができます。  

そ の 他 の 取 組 

※PRTR 制度 

人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からの環境（大気、

水、土壌）への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら

把握し国に対して届け出るとともに、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動

量を集計し公表する制度。 

CSR（企業の社会的責任） 

社会的 

側面 

経済的 

側面 

環境的 

側面 
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第一次産業における低炭素化を進め、さらに再生可能エネルギーを活用した労力

の削減や品質管理を行うことで、第一次産業の振興と雇用の促進を図ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業の低炭素化と活性化 

 

■農林水産物などの地産地消を啓発します。また、合わせて瀬戸内市及び近隣の

市町で消費する仕組みを構築します。 

■旬産旬消の啓発や農業機械の効率的な使用、ビニールハウスの密閉性の向上な

どを進め、生産段階における省エネルギー、省資源に努めます。 

 

 

地産地消とは、地域で生産された農林水産物を地域で消費する取組です。地産地消

を推進することで、農林水産物の輸送に関するコストや輸送時に発生する二酸化炭素

を削減できるとともに次のような効果が期待できます 

■消費者にとって生産状況を確かめられ、新鮮な農林水産物を消費できる 

■消費者のニーズに対応した生産が展開できる 

■地域での食料自給率が向上する 

■消費者と生産者の交流が図られ、食育の促進につながる 

■地域の食材を活用して地域の伝統的な食文化の継承につながる 

また、旬産旬消とは、地域で生産された旬の食材を旬の時期に消費する取組です。

これによりビニールハウスの加温などのエネルギーを削減することができます。 

再生可能エネルギーによる第一次産業の低炭素化と活性化 プロジェクト３ 

第一次産業から排出される廃

棄物は適正に処理する 
地産地消の推進により温室効

果ガスを削減する 

農業の低炭素化と活性化を推

進する 

漁業の低炭素化と活性化を推

進する 

プ ロ ジ ェ ク ト の 概 要 

重 点 的 取 組 

地産地消・旬産旬消 

農農業業・・漁漁業業ををエエココにに  
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■流通拠点における効率的な集荷・出荷体制を構築し、流通段階における省エネ

ルギーに努めます。 

■ビニールハウスなどの温度調整や温度管理システムの電源として再生可能エネ

ルギーを導入します。自動制御により室温の管理を効率的に行い、温室効果ガ

スや人件費の削減を図ります。 

■農地における太陽光発電施設の設置を検討します。 

 

 

 

農地は日当たりが良いために太陽光発電に適した場

所のように思われますが、実際に太陽光発電設備を設

置する場合には農地転用手続きが必要となり、また営

農に影響を与えないなどの条件が課せられます。 

平成 25 年 7 月、姫路市において農地に太陽光発電施

設を設置する研究事業が始まりました。本事業は太陽

光発電施設が稲作の収量などに及ぼす影響と、売電に

よる農業経営の安定化の検証を行うことを目的として

おり、その検証結果が注目されています。 

 

 

 

 

漁業の低炭素化と活性化 

 

■漁船の省エネルギー化、経済速力での航行、港内におけるアイドリングストッ

プなど、漁業全体の低炭素化に努めます。 

■操業の効率化を進め、温室効果ガスの排出量とともに経費の削減、収益性の向

上も行います。 

 

 

 

他の産業と同じく、漁業においても省エネルギーの推進が求められています。「漁船

の省エネルギー推進のてびき」（省エネルギーセンター）には、省エネルギー推進のポ

イントとして、速度管理と積載量管理の 2点が挙げられています。 

速度管理では、15 分早めに出航すれば燃料消費が 6％、1時間早く出航すれば 21％

削減できます（漁場までの距離を100海里※、船速度を12.5ノット※と仮定した場合）。 

積載量管理では、重量軽減率が 6.7％になれば、燃料消費量削減率は 4.5％になりま

す。 

 

 

 

  

農業と太陽光発電の両立を目指す試み 

出典：農林水産省 近畿農政局ホームページ

漁業の省エネルギー化 

※海里：1海里＝1,852m 

※ノット：1ノットは 1時間に 1海里進む速さ 
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カキ養殖では水中の溶存酸素量が不足する

問題がありますが、微細気泡装置を使用する

ことで、水中の溶存酸素濃度を一定保つこと

ができ、カキのへい死を抑制することができ

ます。 

近年では、養殖用のいかだと一体になった

海面フロート型で海水に腐食しない太陽光発

電システムや、太陽光発電システムによる独

立電源を用いた自動給餌システム、微細気泡

装置による養殖環境向上システムに関する実

証実験も行われています。 

 

 

 

 

● 市民 ● 

■瀬戸内市産の農水産物の種類や旬などに関する情報を収集します。 

■フードマイレージなどを念頭においた消費行動を実践します。 

 

● 事業者 ● 

■第一次産業由来の廃棄物の発生を抑制します。発生した廃棄物は、適切に処

理します。 

 

● 行政 ● 

■耕作放棄地の再生、活用を検討し、有効利用の推進に努めます。 

■市民と連携した森林維持活動を展開します。 

■公共施設にペレットボイラを導入します。 

 

 

  

そ の 他 の 取 組 

微細気泡装置と太陽光発電 

出典：二枚貝漁場環境改善技術導入のための

ガイドライン（水産庁）
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地域資源とメガソーラー（平成 30 年完成予定）への観光客、見学客を相手とした

観光に関して、移動手段や土産物の製造・販売などを可能な限り低炭素化し、温室

効果ガス排出量を削減するとともに、観光自体も充実させることでまちおこしや雇

用の促進を図ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光の低炭素化 

 

■観光への自転車の活用など、移動手段の低炭素化を推進、実践します。 

■公共施設、観光施設付近に電気自動車の充電設備を設置します。 

■歩いて楽しむ、または自転車を活用した観光メニューを考案、拡充します。 

■市内におけるイベントの低炭素化を奨励、実践します。 

 

低炭素化を生かした観光のイメージアップ 

 

■温室効果ガス排出量の少ない商品やサービスの提供、周知を行います。 

■旅行関連の事業所を対象として、各事業所がどれだけ環境に配慮しているかを

把握し、その程度に応じてランクをつけ、公表する制度の創設を検討します。 

 

  

瀬戸内市の観光の低炭素化とイメージアップ プロジェクト４

体験型観光イベントに温室効

果ガス削減に関する内容を盛

り込む 

市内で行われるイベントの低

炭素化を奨励する 

観光の低炭素化を推進する 
低炭素化を生かした観光を充

実させる 

プ ロ ジ ェ ク ト の 概 要

重 点 的 取 組 

観観光光ををエエココにに  
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0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

3,000,000 

3,500,000 

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

牛窓地区 邑久地区 長船地区

（人）

（人）

地区
2003年

（平成15年）
2004年

（平成16年）
2005年

（平成17年）
2006年

（平成18年）
2007年

（平成19年）
2008年

（平成20年）
2009年

（平成21年）
2010年

（平成22年）
2011年

（平成23年）

561,502 543,425 529,667 486,645 427,758 442,422 397,328 377,186 389,525

938,462 1,593,582 2,098,312 2,161,410 2,645,688 2,691,925 2,618,489 2,453,565 2,253,111

38,174 50,326 53,622 61,865 62,029 55,524 53,250 52,070 71,103

1,538,138 2,187,333 2,681,601 2,709,920 3,135,475 3,189,871 3,069,067 2,882,821 2,713,739

牛窓地区

邑久地区

長船地区

合　計

 

 

瀬戸内市では、牛窓、邑久及

び長船の各エリアに多くの観光

資源を有しています。 

2004 年（平成 16 年）から無料

化された岡山ブルーラインの利

用による観光客の増加が目立ち、

2004 年（平成 16 年）以降、観光

客が大幅に増加しています。

2008 年（平成 20 年）をピークに

近年は減少傾向にあるものの、

年間 250 万人以上の観光客が瀬

戸内市を訪れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 市民 ● 

■観光地への移動は温室効果ガス排出量の低減に留意し、公共交通機関や低公

害車を利用するなど、移動の低炭素化に努めます。 

 

● 事業者 ● 

■ホテル、旅館、商店などへの太陽光発電システムや ESCO 事業などの導入を行

います。 

■地域の自然環境、景観に配慮した事業活動を行います。 

 

● 行政 ● 

■地球温暖化問題に配慮した事業所の情報を、積極的に発信します。 

■体験型観光イベントのメニューに、温室効果ガス排出量削減についての教育

を盛り込みます。  

そ の 他 の 取 組 

瀬戸内市における観光の動向 

■ 地区別の観光客数 ■ 

■ 観光客数の推移 ■ 
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瀬戸内市にある錦海湾に面する錦海塩田跡地は、東西に

約 2.8km、南北に約 1.8km、面積約 500ha という広大な土地

です。本市では、この 500ha のうち産業廃棄物最終処分場

及び牧草地として利用されているエリアを中心とした約

250ha のエリアに最大 230MW（メガワット）の国内最大級と

なるメガソーラー発電所の建設を計画しています（2018 年

（平成 30 年）頃完成予定）。 

メガソーラー発電所が完成すると、温室効果ガスの削減による地球温暖化対策に効

果があると同時に、国内外の観光客の増加やそれに伴う宿泊費、飲食費などの経済波

及効果や雇用波及効果も期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

錦海塩田跡地のメガソーラー 
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環境学習などを通じて、温室効果ガス排出量低減の啓発や連携をすすめます。ま

た、地球温暖化を防ぐ活動をしている個人や団体を支援することにより、活動の推

進、さらには地球温暖化防止活動を軸とした地域コミュニティの再生や活性化も図

ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域で取り組む地球温暖化対策の推進 

 

■事業所、市民団体、瀬戸内市など、様々な主体の協働による地球温暖化対策や

環境学習プログラムを作成、実施します。 

■瀬戸内市は省エネ教室・環境学習などの出前講座を拡充します。市民・事業者

は出前講座に参加、協力します。 

■瀬戸内市は環境活動の拠点となる施設の充実に努めます。市民・事業者は施設

の管理に協力します。 

■環境行動促進、温室効果ガス排出抑制に関する情報の提供・収集を行います。 

  

環境学習と地域連携を通じた低炭素社会の啓発と地域コミ

ュニティの活性化 
プロジェクト５ 

近隣自治体などと地球温暖化対

策に関する情報交換を積極的に

行う 

環境学習の先進地へのエコツ

アーを企画する 

地域で取り組む地球温暖化対

策を推進する 

地球温暖化対策を実施している

市民や事業者を表彰、支援する 

プ ロ ジ ェ ク ト の 概 要 

重 点 的 取 組 

学学んんででエエココにに  
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地球温暖化対策を実践している事業者、団体などへの顕彰、支援 

 

■瀬戸内市は省エネルギー、地球温暖化防止に取り組む事業所、団体、個人を顕

彰、支援します。また、市内で行われている様々な取組のうち、優れている数

事例をホームページなどで紹介します。 

 

 

 

 

● 市民 ● 

■環境保全活動などに積極的に参加します。 

■地球環境問題について関心を持ち、温室効果ガス排出削減につながる情報の

収集と実践を通じて理解を深めます。 

■環境家計簿を活用し、省エネルギーを実践します。 

■仕事の経験や趣味の知識を生かし、講師や指導者として環境保全活動に協力

します。 

■家庭で環境問題について話し合う機会を設け、家族内での啓発を行います。

また、家族でできる取組を実践します。 

■打ち水や風鈴といった涼のとりかたなど、昔から伝わる暮らしの知恵を子や

孫に伝授します。 

 

● 事業者 ● 

■社員への環境研修・環境教育を実施し、社内での啓発に努めます。 

■市や各種団体が行う学習会、講演会、自然体験などへ積極的に参加します。 

■出前講座への講師の派遣、事業所での見学会の開催など、環境学習の推進に

協力します。 

■グリーンツーリズムによる地域の活性化に協力します。 

■認証取得、社内責任者の任命など、環境保全に向けた社内体制の整備に努め

ます。 

 

● 行政 ● 

■地球温暖化問題に関心を持つ市民や市民団体、事業所同士が情報交換などを

行うネットワークづくりを支援します。 

■温室効果ガスの排出量や 1 時間当たりの電気料金がわかるエコワットの貸出

を行います。 

■市民と市職員への環境家計簿の普及啓発を行います。また、小学生向けの環

境家計簿を作成、配布します。 

■環境教育に関する副読本を作成し、小学校などで行う環境教育に活用します。 

■打ち水やライトダウンキャンペーンなど、市民主体の温暖化対策について町

そ の 他 の 取 組 
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内会などへ呼びかけを行います。 

■環境学習の指導者となる地域の人材を把握します。また、勉強会の開催、情

報提供などを通じて人材育成にも努めます。 

■市民共同発電を検討し、推進します。 

■学校において、省エネルギーによって削減された光熱費などの経費を、学校

の様々な活動や設備の代金として還元するプログラムを検討、実施します。 

■環境配慮型施設や環境学習の先進地へのエコツアーを定期的に行います。 

 

 

 

エコツーリズムとは、自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとと

もに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全にもつながる観光のことで、次の

ような効果が期待できます。 

■環境保全：旅行者や住民の意識が高まり、地域の自然環境・文化

資源が保全されます。 

■環境教育：様々な体験を通じて、地球温暖化問題や環境問題に対

する意識の向上につながります。 

■観光振興：新しい旅行のニーズに対応し、新たな観光需要を起こ

すことができます。 

■地域振興：雇用の確保、経済波及効果や住民が地域に誇りを持つ

ことなどにより、地域振興につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

エコツーリズム 
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第７章 計画の推進体制と進行管理 

１. 計画の推進体制 

市民、事業者及び行政がそれぞれパートナーシップのもとに地球温暖化対策の推

進を図るべく、以下に示す体制のもとに本計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 環境審議会 ● 

■市民・事業者・学識経験者等で構成する。 

■環境推進委員会との連携のもとに、施策を実施する立場として環境推進委員会

の提案内容について審議する。 

■施策実施に向けて業界や関係団体内での調整を図る。 

 

● 循環型社会づくり等推進検討委員会 ● 

■市民及び市民団体の代表者等で構成する。 

■環境推進委員会との連携のもとに、施策を実施する立場として環境推進委員会

の提案内容について審議する。 

■施策実施に向けて自治会や関係団体内での調整を図る。 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

国・岡山県 

支援 

事務局 

生活環境課 

環境審議会 

連携 

市民･事業者･学識経験者等で組織 

循環型社会づくり等推進検討委員会 

市民･市民団体の代表者等で組織 
支援 

連携 

■ 地球温暖化対策実行計画の推進体制 ■ 

支援 連携 

市民・事業者・民間団体等 

支援 連携 
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２. 計画の進行管理 

計画の進行管理については、環境管理の国際規格 ISO14001 で採用されている PDCA

サイクルの手法を用います。PDCA サイクルは、計画(Plan)を実行（Do）し、実行し

た結果を評価（Check）して、改善（Action）に結びつけることで継続的な計画の実

施・改善を行うプロセスのことです。 

プロジェクト推進に向けた施策を PDCA サイクルにより継続的に運用することで、

本計画の実現、市域への波及を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● PLAN ● 

■プロジェクト実施に向けた全体スケジュールの設定 

■各プロジェクトの年度毎の施策・目標設定 

■見直し時の評価項目設定 

● DO ● 

■各施策の実施 

● CHECK ● 

■施策実施状況の点検 

■目標達成状況の確認 

● ACTION ● 

■全体スケジュールの見直し 

■各プロジェクトの年度毎の施策・目標見直し 

■新たな取組の設定 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

■ PDCA サイクル ■ 

 

Check 

目標達成状況の点検、 

評価、見直し 

Do 

施策の実施 

Action 

継続的な計画の実施 

Plan 

施策立案・目標設定 

瀬戸内市地球温暖化 

対策実行計画 
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資料編１ 瀬戸内市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定 

１. 瀬戸内市地球温暖化対策実行計画策定委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

氏 名 団 体 、 役 職 名 等  

上田 弘道 市環境衛生協議会副会長 

倉地 義夫 市環境衛生協議会副会長 

篠田 澄江 市消費生活問題研究協議会会長 

竹原 弘子 市消費生活問題研究協議会副会長 

武久 源男 岡山市農業協同組合経営管理委員 

東原 孝至 元備前市助役 

廣畑 龍正 元牛窓町助役 

黒井 正風 市環境衛生協議会会長 

藤本 勝博 商工会長 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

（順不同・敬称略） 
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２. 瀬戸内市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定の経緯 

 

年 月 日 策 定 の 内 容 

平成 25 年 10 月 

○瀬戸内市地球温暖化対策実行計画策定委員会第１回会議

（10/21） 

1.地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の概要について 

2.地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の基本的事項と 

地域特性について 

3.意識動向調査について 

4.温室効果ガス排出量算定結果について 

平成 25 年 11 月 

○瀬戸内市地球温暖化対策実行計画策定委員会第 2回会議

（11/29） 

1.アンケート結果について 

2.温室効果ガス削減目標について 

3.地球温暖化対策について 

平成 26 年  2 月 

○瀬戸内市地球温暖化対策実行計画策定委員会第 3回会議

（2/5） 

1.瀬戸内市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（素案）

について 

 

○意見公募（パブリックコメント） 

平成 26 年  3 月 ○瀬戸内市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 
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57.4 

54.9 

56.4 

60.8 

40.4 

19.1 

17.2 

21.0 

13.3 

34.2 

35.7 

30.4 

20.4 

29.1 

46.0 

45.5 

36.2 

39.6 

4.4 

4.1 

10.1 

3.9 

14.7 

18.8 

14.3 

17.1 

20.6 

2.5 

2.5 

1.7 

3.2 

9.1 

9.9 

11.5 

14.6 

16.8 

1.5 

2.8 

1.2 

11.7 

6.6 

6.3 

11.5 

11.0 

9.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必ず実施する 大体実施する たまに実施する ほとんどしない 全くしない

56.7 

44.9 

32.2 

23.9 

36.6 

38.9 

10.0 

30.5 

42.3 

51.6 

51.4 

34.9 

15.4 

19.3 

4.3 

5.8 

12.2 

15.1 

6.0 

10.2 

33.0 

5.6 

2.2 

2.5 

7.8 

4.7 

20.2 

23.0 

2.8 

4.8 

1.5 

1.8 

17.7 

15.4 

14.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必ず実施する 大体実施する たまに実施する ほとんどしない 全くしない

資料編２ アンケートの結果 

１. 市民アンケートの結果 

 

（１）家庭での地球温暖化防止の取組状況について 

 

■ リビングでの取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ キッチンでの取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

人のいない部屋の照明はこまめに消す 

冷暖房機器は不必要につけっぱなしにしない 

テレビを見ない時は消す 

こたつ布団に敷布団と掛け布団を合わせて 
使用する 

一日に一度は家族が同じ部屋で団らんする 

冷房（エアコン）の温度設定は 28℃を 
目安にする 

暖房（ファンヒーター）の温度設定は 20℃を
目安にする 

白熱電球を電球型蛍光灯に取り替える 

暖房（エアコン）の温度設定は 20℃を 
目安にする 

冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて設置する 

ガスコンロは炎がなべ底からはみ出さない 
ように調節する 

冷蔵庫のむだな開閉はしない 

冷蔵庫の中に物を詰め込みすぎない 

食器洗い乾燥機を使用する時はまとめて洗う 

電気ポットを長時間使わない時は 
コンセントからプラグを抜く 

煮物などの下ごしらえには電子レンジを 
活用する 
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60.7 

45.2 

29.4 

20.1 

20.9 

35.7 

37.2 

26.5 

5.2 

10.3 

17.1 

15.7 

5.5 

6.2 

9.4 

16.5 

7.7 

2.6 

7.0 

21.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必ず実施する 大体実施する たまに実施する ほとんどしない 全くしない

24.8 

31.9 

27.8 

34.5 

27.6 

5.0 

56.2 

44.8 

44.7 

35.8 

24.4 

7.8 

14.6 

15.8 

16.6 

14.3 

7.2 

18.9 

3.2 

5.7 

8.6 

8.8 

19.2 

34.2 

1.3 

1.9 

2.2 

6.5 

21.6 

34.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必ず実施する 大体実施する たまに実施する ほとんどしない 全くしない

28.6 

17.5 

25.6 

18.1 

44.5 

40.7 

27.7 

28.8 

17.6 

27.9 

17.0 

20.3 

6.0 

9.4 

19.5 

22.6 

3.3 

4.4 

10.2 

10.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必ず実施する 大体実施する たまに実施する ほとんどしない 全くしない

■ 風呂・洗面所での取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 車に関する取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ その他の取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

加減速の少ない運転をする 

タイヤの空気圧を適正に保つ 

ふんわりアクセル「eスタート」を心掛ける 

アイドリングはできる限りしない 

車を買い替える時は燃費の良い 
ハイブリッドカーに買い替える 

外出時はできるだけ車に乗らず、電車やバス
などの公共交通機関を利用する 

温水洗浄便座を使わない時はふたを閉める 

シャワーはお湯を流しっぱなしにしない 

お風呂は間隔を空けずに入り追い焚きを 
しない 

洗濯物が少ない時は 2～3日分をまとめて 
洗濯する 

電化製品を買う時は省エネタイプを選ぶ 

食材を買う時は地元産を選ぶ 

電気やガスの使用量をチェックする 

電化製品を使わない時はコンセントから 
プラグを抜き、待機電力を少なくする 
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普通自動車

282

軽自動車

243

軽トラック

100

ハイブリッド

自動車

23

5,000km未満

23.6%

5,000km～

9,999km

28.9%

10,000km～

19,999km

20.9%

20,000km～

29,999km

5.1%

30,000km～

39,999km

4.3%

40,000km～

49,999km

2.8%

50,000km～

99,999km

6.4%

100,000km以上

8.1%

39 40

50

39

30

39
41

35

28

22 22
18

42

7 7 6 5 6
2

8

2
0 0

3
1 0 0 1

0

10

20

30

40

50

60

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

19
94

19
93

19
92

19
91

19
90

19
89

19
88

19
87

19
86

19
85

（台）

（年式）

（２）家庭で所有する車・電化製品・光熱費について 

 

■ 車の車種別の所有状況         ■ 車の年間走行距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 車の年式別所有状況  

10 年以上前の車の所有率：21.9％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 最近 1か月の光熱費、使用量  

（灯油については冬期の平均的な 1か月） 

 

光熱費※    使用量※ 

●電 気： 13,968 円  ●電 気： 510.0 kWh 

●プロパンガス：  4,485 円  ●プロパンガス： 33.8 m3 

●灯 油：  8,217 円  ●灯 油： 72.1 L 

●ガ ソ リ ン： 14,809 円  ●ガ ソ リ ン： 90.8 L 

●軽 油：  6,858 円  ●軽 油： 39.6 L 

※光熱費及び使用量は、各々の有効回答の単純平均値とする。  
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207

161
176

141

175

389

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2年以内 2年以上

4年未満

4年以上

6年未満

6年以上

8年未満

8年以上

10年未満

10年以上

（台）

85
79 80 83

77

134

0

50

100

150

2年以内 2年以上

4年未満

4年以上

6年未満

6年以上

8年未満

8年以上

10年未満

10年以上

（台）

216

391

180

66
42 51

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2年以内 2年以上

4年未満

4年以上

6年未満

6年以上

8年未満

8年以上

10年未満

10年以上

（台）

28.0%

0.4%

1.7%

0.9%

28.0%

16.0%

14.7%

17.9%

43.9%

83.5%

83.6%

81.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

エコキュート

エコウィル

エコジョーズ

エネファーム

設置している

（予定を含む）

関心がある 関心はない

■ 電化製品の使用年数ごとの所有状況  

 

●エアコン                ●冷蔵庫 

10 年以上前のエアコンの所有率：31.1％  10 年以上前の冷蔵庫の所有率：24.9％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●テレビ 

10 年以上前のテレビの所有率：5.4％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 省エネルギー機器への関心度  
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日常生活が多少不

便でも、積極的に

取り組みたい

9.7%

日常生活が不便に

ならない範囲で

積極的に取り組み

たい

67.3%

何かメリットがあ

れば取り組んでみ

てもいい

15.6%

ライフスタイルは

できるだけ変えた

くないので取り組

みたくない

5.4%

自分には関係ない

から取り組む気は

全くない

0.8% その他

1.3%

行政（国や自治

体）が中心になっ

て行うべき

17.6%
事業者（工場・事

務所や商業施設

等）が中心になっ

て行うべき

4.6%

市民（各家庭）が

中心になって行う

べき

10.2%

行政・事業者・市

民等の区別無く、

お互いが協力して

取り組むべき

66.6%

その他

1.0%

地球環境保全は重

要な課題であり、

積極的な取組を

期待する

29.0%

市の財政や他の行

政サービスも考え

て、可能な範囲で

取り組むべきだ

36.1%

市が市民や事業者

と協働して取り組

むことが重要だ

23.5%

取組は必要だが国

や県の指示の下で

やればいいことだ

4.0%

事業者による省エ

ネ製品開発や技術

開発推進を支援す

べきだ

6.1%

その他

1.3%

（３）地球温暖化対策について 

 

■ 家庭での地球温暖化防止への取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 地球温暖化防止への取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 行政の地球温暖化対策について 
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49.3%

24.0%

47.3%

23.8%

28.5%

38.1%

21.7%

30.0%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

新聞

34.5%

テレビ

53.0%

ラジオ

1.0%

インターネット

4.3%

本・雑誌やその他

刊行物

1.8%

行政や環境団体等

が発行するパンフ

レット等

4.3%

講演会等

0.3%

その他

1.0%

■ 瀬戸内市が地球温暖化対策を推進するために効果的な施策について（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 瀬戸内市の家庭用生ごみ処理機購入に対する補助金について（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地球温暖化をはじめとする環境問題の情報入手方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政が率先して省エネルギー機器の導入や 
普及啓発に努める 

家庭における省エネルギー行動マニュアルなど 
を市民に配布する 

ホームページや広報誌を活用して省エネルギー
機器や補助金制度に関する情報の提供を行う 

セミナーの実施やパンフレット配布などによ
り市民意識の醸成を行う 

学校などでエネルギーや環境問題についての 
教育を実施する 

省エネ活動を支援する制度を市独自に 
創設する 

植林や森林保全など、CO2 吸収源の健全化・
拡大を図る 

その他 

事業者が省エネルギー化に努める 

12.4%

6.7%

2.7%

27.5%

52.6%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

家庭用生ごみ処理機の購入に活用した 

機器の購入を予定しており、補助金の活用を 
検討している 

機器の購入予定がない 

すでに購入したが、補助金は活用しなかった 

機器の購入時には補助金を活用したい 

補助金を活用する考えはない 
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53.0 

54.5 

57.2 

52.6 

20.0 

20.9 

6.3 

2.6 

43.1 

41.5 

38.1 

39.7 

45.9 

41.0 

32.5 

21.7 

2.9 

2.9 

4.2 

4.5 

22.9 

25.9 

35.7 

45.2 

1.0 

1.1 

0.5 

3.2 

11.2 

12.2 

25.4 

30.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容を含めてよく知っている 聞いたことはある あまり知らない 知らない

牛窓地域

17.5%

邑久地域

45.9%

長船地域

33.7%

無回答

2.9%

男

35.1%

女

62.5%

無回答

2.4%

（４）地球温暖化問題に関する用語について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）再生可能エネルギーに関する用語について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）回答者について 

 

■ 地域                  ■ 性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.9 

17.3 

17.4 

12.9 

13.6 

8.3 

40.1 

37.5 

37.1 

30.7 

28.9 

28.9 

28.8 

28.3 

32.4 

38.8 

32.9 

26.5 

8.1 

9.7 

9.5 

10.2 

19.3 

29.4 

3.1 

7.1 

3.7 

7.3 

5.3 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容を含めて理解していた 内容は概ね理解していた
聞いたことはあった 知らなかったが興味を持った
知らないし興味もない

温室効果ガス 

温室効果 

京都議定書 

地球温暖化 

日本の温室効果ガス排出状況 

省エネラベリング制度 

太陽光発電 

太陽熱利用 

バイオマス 

風力発電 

水力発電 

地中熱利用 

雪氷熱 

温度差熱利用 
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20代

6.3%
30代

9.9%

40代

8.7%

50代

12.0%

60代

22.1%

70代以上

38.2%

無回答

2.9% １人

16.3%

２人

41.3%

３人

19.0%

４人

9.1%

５人

5.5%

６人以上

4.6%

無回答

4.1%

一戸建て

（持ち家）

93.3%

一戸建て

（借家）

0.5%

集合住宅

（持ち家）

0.7%

集合住宅

（借家）

2.2%

その他

0.5%
無回答

2.9%

■ 年齢                  ■ 同居する家族の人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 住まい 
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製造業

30.0%

卸売業、

小売業

16.7%
金融・保険業

13.3%

医療・福祉

13.3%

建設業

10.0%

農業・林業

6.7%

運輸業、

郵便業

3.3%

宿泊業、飲食

サービス業

3.3%

教育、学習支

援業

3.3%

8

4

3

1

0

3

4

0

2

4

6

8

10

1,000m2未満 1,000m2以上

2,000m2未満

2,000m2以上

3,000m2未満

3,000m2以上

4,000m2未満

4,000m2以上

5,000m2未満

5,000m2以上

10,000m2未満

10,000m2以上

（事業所）

2

5

3

2

0

3

1

3

0

2

4

6

100m2未満 100m2以上

200m2未満

200m2以上

300m2未満

300m2以上

400m2未満

400m2以上

500m2未満

500m2以上

1,000m2未満

1,000m2以上

5,000m2未満

5,000m2以上

（事業所）

２. 事業者アンケートの結果 

 

（１）事業所について 

 

■ 業種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 建物の延床面積（工場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 建物の延床面積（事業所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 
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10人未満

20.0%

10～29人

40.0%
30～49人

6.7%

50～99人

13.3%

100～199人

10.0%

200人以上

10.0%
92

6 9 10
5

10

0

20

40

60

80

100

車 バイク 鉄道 バス 自転車 徒歩

（％）

専任の担当者

がいる

6.7% 兼任の担当者

がいる

10.0%

特に設けてい

ない

76.7%

管理会社等に

任せている

6.7%
エネルギーの使

用用途別に使用

量を記録し、省

エネに心掛けて

いる

26.7%

エネルギーの総

使用量を記録し

省エネに心掛け

ている

30.0%

エネルギーの総

使用量は記録し

ているが、省エ

ネ対策は行って

いない

6.7%

エネルギーの総

使用量は記録し

ていない

36.7%

最優先で取り組ん

でいる

3.3%

可能な範囲

で取り組ん

でいる

63.3%

関心はある

が、現状では

取り組みは

できていない

23.3%

取り組む予定は

ない

10.0%

その他

0.0%
事業所内で独

自に実施した

3.3% 専門の企業や

団体に委託

し、実施した

30.0%

実施を検討

中である

3.3%

実施して

いない

63.3%

■ 従業員数               ■ 従業員の交通手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ エネルギー担当者           ■ エネルギー使用量の管理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 環境や省エネルギーへの配慮      ■ 省エネルギー診断の実施 
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無料であれば

受診したい

21.1%
診断費用がか

かっても省エ

ネルギー効果

が得られるな

ら受診したい

10.5%

受診は希望

しない

26.3%

分からない

31.6%

その他

10.5%

既に取得

している

16.7%

取得する予定

でいる

3.3%

取得する予定

はない

80.0%

既に実施した

0.0%

実施する予定

でいる

3.4%

実施する予定

はない

96.6%

冷熱を含む空

気、水、蒸気

等の排熱

8.2%

プラスチック

類等の可燃物

28.6%
紙ごみ、生ご

み、廃食油、

木屑等の有機

性廃棄物

44.9%

その他

4.1%

該当無し

14.3%

省エネルギー

化や新エネル

ギーの導入に

掛かる初期コ

ストが高い

40.4%

人員の問題に

よりエネル

ギー管理等に

関わる体制を

整えられない

19.1%

省エネルギー

機器の導入に

伴う工事等で

生産効率を下

げることはで

きない

8.5%

費用対効果の

高い省エネル

ギー機器や手

法の選定方法

が分からない

14.9%

コスト削減で

手一杯であり

省エネルギー

化にまで配慮

できない

12.8%

手を付けられ

る範囲はすべ

て実施した

4.3%

■ 省エネルギー診断受診の希望      ■ ISO14001（EA21 含む）の取得状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ESCO 事業の実施状況          ■ 活用可能な排熱・廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 省エネルギー・新エネルギー導入の障害 
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11.0 

9.0 

6.0 

3.0 

7.0 

8.0 

9.0 

6.0 

15.0 

6.0 

1.0 

11.0 

8.0 

10.0 

5.0 

7.0 

4.0 

5.0 

6.0 

5.0 

6.0 

5.0 

3.0 

3.0 

4.0 

3.0 

3.0 

1.0 

3.0 

1.0 

0.0 

17.0 

15.0 

17.0 

20.0 

16.0 

15.0 

14.0 

16.0 

6.0 

15.0 

20.0 

10.0 

13.0 

6.0 

15.0 

13.0 

14.0 

13.0 

11.0 

10.0 

8.0 

10.0 

10.0 

9.0 

8.0 

9.0 

8.0 

8.0 

7.0 

4.0 

4.0 

2.0 

4.0 

7.0 

3.0 

6.0 

5.0 

2.0 

7.0 

4.0 

7.0 

5.0 

8.0 

3.0 

4.0 

7.0 

6.0 

8.0 

6.0 

6.0 

5.0 

5.0 

7.0 

13.0 

6.0 

7.0 

4.0 

8.0 

5.0 

6.0 

12.0 

14.0 

0.0 

2.0 

0.0 

4.0 

0.0 

2.0 

4.0 

0.0 

3.0 

2.0 

4.0 

1.0 

3.0 

2.0 

3.0 

4.0 

3.0 

5.0 

6.0 

7.0 

6.0 

7.0 

4.0 

9.0 

5.0 

4.0 

6.0 

8.0 

8.0 

11.0 

10.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

1.0 

0.0 

0.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

3.0 

1.0 

0.0 

3.0 

6.0 

10.0 

4.0 

7.0 

6.0 

2.0 

1.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

必ず実施している 大体実施している たまに実施している ほとんどしない 全くしない

■ 地球温暖化防止の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

照明はこまめに消す 

用紙をむだに使用しない 

むだな荷物を積んで運転しない 

冷房の温度設定は 28℃を目安にする 

長時間のアイドリングや暖気運転をしない 

設備の更新時には省エネ型機器を導入する 

OA 機器は低電力モードに設定する 

経済速度を心掛け急加速、急発進をしない 

クールビズ・ウォームビズを実施する 

タイヤの空気圧は適正に保つ 

暖房の温度設定は 20℃を目安にする 

設備・機器のメンテナンスはこまめに行う 

昼休みや休憩時間は照明を消す 

エレベーターの利用を減らす 

空調の設定温度はこまめに調節する 

節水を心掛ける 

社有車の買い替え時には燃費性能を重視する 

パソコンの電源はこまめに切る 

パソコンは低電力モードに設定する 

日当たりの良い場所は照明を消す 

白熱電球より電球型蛍光灯を使用する 

OA 機器の電源はこまめに切る 

運転時にはエアコンの使用を控える 

自然の風を利用しエアコンの使用を抑える 

昼休みや休憩時間はエアコンを消す 

外部の専門家の指導・助言を仰ぐ 

昼休みや休憩時間は OA機器の電源を切る 

エアコンの室外機に日光があたらないよう 
にする 

インバータ蛍光灯や人感センサーを導入する 

できる限り公共交通機関を利用する 

エアコンのフィルターを掃除する 
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82.1 

53.6 

100.0 

89.3 

96.4 

57.1 

67.9 

17.9 

67.9 

39.3 

42.9 

35.7 

35.7 

7.1 

25.0 

28.6 

21.4 

21.4 

7.1 

21.4 

25.0 

7.1 

25.0 

53.6 

7.1 

17.9 

7.1 

42.9 

28.6 

71.4 

17.9 

42.9 

39.3 

39.3 

39.3 

60.7 

42.9 

35.7 

32.1 

32.1 

35.7 

21.4 

10.7 

17.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.7 

14.3 

10.7 

21.4 

17.9 

25.0 

28.6 

32.1 

21.4 

35.7 

39.3 

42.9 

50.0 

50.0 

57.1 

60.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.6 

7.1 

0.0 

3.6 

10.7 

3.6 

7.1 

7.1 

3.6 

7.1 

17.9 

7.1 

14.3 

10.7 

14.3 

14.3 

14.3 

21.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地球温暖化

京都議定書

太陽光発電

風力発電

太陽熱温水器

バイオマスエネルギー

クリーンエネルギー自動車

省エネルギー法

化石燃料の枯渇

ＩＳＯ14001

燃料電池

再生可能エネルギーの

固定価格買取制度

省エネ診断

新エネルギー法

温度差エネルギー

グリーン調達

省エネラベリング制度

コージェネレーションシステム

ＲＰＳ法

ＥＳＣＯ事業

トップランナー方式

国際エネルギースタープログラム

内容を含めて理解している 知っているが理解してない 知らないが興味を持った 知らないし興味もない

行政が中心になっ

て行うべきである

16.7%

事業者が中心に

なって行うべきで

ある

6.7%

市民が中心になっ

て行うべきである

3.3%

行政・事業者・市

民の区別無く、お

互いが協力して取

り組むべきである

73.3%

■ 環境に関する用語について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地球温暖化対策への取組 
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地球環境保全

は重要な課題

であり、積極

的な取組を期

待する

20.0%

市の財政や他

の行政サービ

スも考えて、

可能な範囲で

取り組む

べきだ

36.7%

市が市民や事

業者と協働し

て取り組むこ

とが重要だ

36.7%

取組は必要だ

が、国や県の

指示の下で

やればいい

ことだ

6.7%

事業者による

省エネ製品開

発や技術開発

推進を支援す

べきだ

0.0%

71.4%

46.4%

46.4%

32.1%

32.1%

25.0%

21.4%

10.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ 地球温暖化対策の促進理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 瀬戸内市の地球温暖化対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 瀬戸内市が地球温暖化対策を推進するために効果的な施策について（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

企業としての

社会的責任を

果たすため

50.0%

企業イメージ

向上のため

0.0%

経費節減を

図るため

6.7%

親会社等の指

導・要請に応

えるため

0.0%

地球温暖化防

止や環境保全

のため

43.3%

行政が率先して省エネルギー機器の導入や 
普及啓発に努める 

学校などでエネルギーや環境問題についての
教育を実施する 

ホームページや広報誌を活用して省エネルギー 
機器や補助金制度の情報提供を行う 

専門機関などによる省エネ診断を推進し 
エネルギーの有効活用を啓発する 

省エネ活動を支援する制度を市独自に創設する 

セミナーの実施やパンフレット配布などにより 
事業主の意識の醸成を行う 

事業所における省エネルギー行動マニュアル
などを事業主に配布する 

ESCO 事業による省エネルギー改善などを啓発し 
実施を呼び掛ける 
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男

52%

女

48%

内容を含め

て良く知っ

ている

9%

大体の内容

は知って

いる

55%

聞いたこと

はある

35%

聞いたこと

もない

1%

水素

（H2）

1.5%

ちっ素

（N2）

1.8%
オゾン

（O3）

7.4%

二酸化炭素

（CO2）

69.1%

メタンガス

（CH4）

20.3%

60.0%

52.9%

21.8%

13.5%

8.2%

0% 20% 40% 60% 80%

化石燃料の大量消費

森林の伐採

大気及び海洋の汚染

氷河の融解

エルニーニョ現象の

発生頻度増加

1℃

6%

2℃

17%

3℃

28%

4℃

28%

5℃

21%

0.64℃

8.3%

0.74℃

18.0%

0.84℃

14.5%

0.94℃

10.9%

1.04℃

48.2%

３. 中学生アンケートの結果 

 

■ 性別                 ■ 地球温暖化に対する認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地球温暖化の原因として最も 

影響度の高い気体（温室効果ガス） 

はどれだと思うか  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地球の平均気温は過去 100 年間 

で何℃上昇したと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

■ 温室効果ガスが増加する直接的 

な原因はどれだと思うか 

 

■ 地球の平均気温は 21 世紀末には 

最大で何℃上昇すると予想されて 

いると思うか 

正解：二酸化炭素（CO2） 正解：化石燃料の大量消費・森林の伐採 

正解：0.74℃ 正解：4℃ 
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アメリカ

17.1%

中国

67.9%

ロシア

5.6%

ドイツ

5.0%

イギリス

4.4% 4番目

14.5%

5番目

23.6%

8番目

32.7%

10番目

20.1%

12番目

9.1%

民生家庭部門

（私たち一般

家庭）

14.5%
民生業務部門

（公共施設、デ

パート、事務

所、学校、

病院等）

4.1%

運輸部門

（自家用車、商

用車、鉄道、船

舶、航空機等）

32.2%

産業部門

（工場、建設

業、鉱工業、農

林水産業等）

49.1% 一般家庭（自家

用車を含む）

26.6%

病院

3.8%

航空機

9.8%

工場

59.8%

■ 世界で最も温室効果ガスを排出 

している国はどこだと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 日本国内で最も温室効果ガスを 

排出しているのはどの部門だと 

思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 温室効果ガスの排出で日本は世界で 

何番目だと思うか 

■ 日本国内で過去 20 年間に最も温室 

効果ガス排出量増加率が高かったの 

はどれだと思うか 

 

正解：中国 正解：5番目 

正解：産業部門 正解：一般家庭 
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60.5 

57.9 

56.0 

47.6 

51.5 

40.7 

37.6 

34.4 

25.8 

22.9 

23.0 

5.0 

28.8 

30.1 

32.1 

39.3 

31.0 

40.7 

38.2 
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いつもしている たまにしている していない
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60.6 

42.1 

44.2 

35.0 

24.3 

4.2 

23.1 
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33.5 
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24.9 
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■ 家庭での地球温暖化防止への取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 学校での地球温暖化防止への取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

食事はできるだけ残さず食べるようにする 

人のいない部屋のストーブやエアコンは 
こまめに消す 

水道やシャワーを出しっぱなしにしない 

冷蔵庫の扉は開けている時間を短くする 

一日に一度は家族が同じ部屋で団らんする 

冷暖房はこまめに温度調節する 

冷房の設定温度は 28℃を目安にする 

お風呂は間隔を空けずに入り、できるだけ 
追い焚きしない 

暖房の温度設定は 20℃を目安にする 

テレビをつけたまま他の用事をしない 

使っていない電気製品はコンセントから 
プラグを抜く 

家族で地球温暖化防止について話し合う 

水道やシャワーは出しっぱなしにしない 

給食はできるだけ残さず食べる 

人のいない教室の照明はこまめに消す 

トイレを最後に出る場合は照明を消す 

天気のいい日には窓ぎわの照明をつけない 

休み時間は教室の照明を消す 

先生や友達と地球温暖化防止について 
話し合う 
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進んで

取り組む

18.6%

気付いたら

取り組む

72.6%

他の誰かがやる

だろうから、人

に言われるまで

取り組まない

5.0%

取り組まない

3.8%

面倒だから

37.2%

不便だから

5.3%

忘れてしまう

から

36.8%

簡単にはできな

いから

7.3%

省エネの効果が

あると思えない

から

3.6% その他

9.7%

地球温暖化問題に

ついて調べてみる

38.4%

家庭や学校での温

室効果ガス排出量

を調べてみる

18.7%

地球温暖化対策の

最先端技術等につ

いて調べてみる

17.8%

家庭や学校での地

球温暖化対策の効

果について調べて

みる

13.0%

地球温暖化対策に

取り組む施設・企

業を見学する

12.1%

ムダがないように

いつも気をつけて

いる

16.3%

気づいた時に行動

している

61.7%

家族の誰かがやっ

てくれているの

で、自分からは

行動しない

8.1%

気にしていない

13.9%

■ 今後取組を行うことはできる 

と思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 温暖化対策についての学習で、 

興味のあることは何か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 取組ができていない場合の理由は 

何か 

■ 家族の中で省エネに気をつけて 

いるほうだと思うか 
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瀬戸内市の将来の

ために積極的に進

めて欲しい

41.3%

環境を守ることは

いいことなので、

できる範囲で進め

て欲しい

37.7%

環境を守るのはい

いことだが、他に

優先して欲しいこ

とがある

6.6%

よく分からない

14.5%

54.4%

29.9%

21.5%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80%

学校の授業として

環境学習の施設や公共施設、

工場などの見学を通じて

子どもが参加できる

環境学習として

その他

45.8%

37.9%

16.1%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家族に働きかけたい

自分で率先して地球温暖化を

防ぐ活動をしたい

親しい人や近所の人にも

働きかけたい

その他

■ 瀬戸内市の地球温暖化防止への取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地球温暖化について、どのように学びたいと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地球温暖化について学んだあと、知識や情報をどう生かしたいと思うか 
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製造業

「エネルギー消費統計」による業種別消費エネルギーを瀬戸
内市の産業中分類による従業者数（工業統計）を基に按分す
ることでエネルギー消費量を求め、エネルギー消費量より二
酸化炭素排出量を推計。

非製造業

「エネルギー経済統計要覧」による業種別エネルギー消費量
（全国）を、全国及び瀬戸内市の従業者数（国勢調査）によ
り按分することで、エネルギー消費量を求め、エネルギー消
費量より二酸化炭素排出量を推計。

瀬戸内市の世帯数（住民基本台帳）、及び「家計調査」によ
る瀬戸内市の都市区分での世帯当たり年間支出金額を基にエ
ネルギー消費量を求め、エネルギー消費量より二酸化炭素排
出量を推計。

瀬戸内市の産業大分類による従業者数（国勢調査）、及び
「エネルギー消費統計」による業種別就業者数当たりエネル
ギー消費原単位を基にエネルギー消費量を求め、エネルギー
消費量より二酸化炭素排出量を推計。

「自動車運送統計年報」による車種別エネルギー消費量、
「エネルギー経済統計要覧」による車種別保有台数より１台
当たりのエネルギー原単位を求め、瀬戸内市の自動車登録台
数に乗じることでエネルギー消費量を求め、エネルギー消費
量より二酸化炭素排出量を推計。

「クリーンセンターかもめ」及び「岡山市東部クリーンセン
ター」（瀬戸内市分）のごみ焼却量、水分含有率、廃プラス
チック比率から廃プラスチック焼却量を求め、廃プラスチッ
ク焼却量より二酸化炭素排出量を推計。

産業部門

民生家庭部門

民生業務部門

運輸部門

廃棄物部門

資料編３ 二酸化炭素排出量・吸収量推計方法 

１. 二酸化炭素排出量推計方法 

 

二酸化炭素排出量の推計方法を以下に示します。 
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２. 二酸化炭素吸収量推計方法 

 

二酸化炭素吸収量は、温室効果ガスインベントリにおける生態バイオマス（森林）

の炭素ストック量（森林に含まれる炭素量）算定手法を参照します。 

 

森林の 1 年間当たりの炭素ストック量（C）は、森林の年間成長量（ΔV）、樹種

毎の物性を基に以下の計算式により求められます。なお二酸化炭素吸収量は、得ら

れた炭素ストック量（C）に 44/12（二酸化炭素（CO2）と炭素（C）の分子量比）を

掛け合わせることで求められます。 

 

 

 

 

 

● Ｃ   ：森林の年間炭素ストック量（t-C） 

● ΔVj ：樹種毎の年間成長量（m3） 

● 樹種毎の物性データ 

■ Dj  ：樹種毎の容積密度（t/m3） 

■ BEFj ：樹種毎の拡大係数（樹木の幹部に対する枝葉を含む地上部の比率） 

■ Rj  ：樹種毎の樹木の地上部に対する地下部（根）の比率 

■ CF  ：森林の質量に対する炭素質量の比率 
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Ｃ ＝  {ΔＶj・Ｄj・ＢＥＦj・(１＋Ｒj)・ＣＦ} 

 

Σ 
j 
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資料編４ 削減ポテンシャル検討項目 

１. 削減ポテンシャル検討項目 

 

本計画における短期目標及び中期目標の検討にあたり検討した削減ポテンシャル

の項目と概要を以下に示します。 

 

分類 概要 

産業部門 省エネ法対応 省エネ法の遵守 

民生家庭部門 

省エネルギー行動 
家電製品、調理器具等の運用改善等に

よる省エネルギー化の推進 

省エネ機器の導入 
省エネ家電等の導入に伴う省エネル

ギー化の推進 

再生可能エネルギーの導入 太陽光発電の導入 

民生業務部門 

省エネルギー行動 
施設や機器等の運用改善等による省

エネルギー化の推進 

省エネ改修の推進 
高効率機器導入に伴う省エネルギー

化の推進 

再生可能エネルギーの導入 太陽光発電の導入 

運輸部門 

省エネルギー行動 
自動車の運用改善等による省エネル

ギー化の推進 

自動車の燃費改善 自動車の燃費性能の向上 
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